
 
 
 
 
 
 

指定統計・承認統計・届出統計月報 
 

平 成 2 0 年 1 1 月 

 

（第 56 巻・第 11 号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

総務省政策統括官（統計基準担当） 

 
 
 
 



目     次 

 

 

１ 統計調査の審査状況（総括表）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1 

（1） 指定統計調査の承認  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  3 

（2） 承認統計調査の承認  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  5 

（3） 届出統計調査の受理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  6 

２ 指定統計調査の承認  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  11 

   工業統計調査（経済産業省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  13 

建築着工統計調査（国土交通省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  15 

薬事工業生産動態調査（厚生労働省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  18 

  国民生活基礎調査（厚生労働省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 

 ３ 承認統計調査の承認  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  23 

連合会を組織する共済組合における医療状況実態統計調査（財務省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  25 

人材マネジメントに関する実態調査 （経済産業省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  26 

内航船舶輸送統計予備調査 （国土交通省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  27 

集落営農活動実態調査 （農林水産省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  29 

たばこ小売販売業経営実態調査 （財務省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  30 

平成２０年度建設業構造基本調査 （国土交通省）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  31 

 

４ 届出統計調査の受理  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  33 

(1) 新 規  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  35 

平成２０年住生活総合調査附帯調査（神奈川県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  35 

次世代育成支援に関するアンケート調査（高島市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  36 

奈良市次世代育成支援に関するニーズ調査（奈良市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  37 

大和郡山市次世代育成支援に係るニーズ調査（大和郡山市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  38 

酒田市次世代育成支援に係るニーズ調査（酒田市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  39 

取手市次世代育成支援に係るニーズ調査（取手市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  41 

栃木市次世代育成支援に係るニーズ調査（栃木市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  42 

東久留米市次世代育成支援に係るニーズ調査（東久留米市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  43 

村上市次世代育成支援に関するニーズ調査（村上市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  44 

大府市次世代育成支援に係るニーズ調査（大府市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  45 

門真市商業・サービス業等に関する実態調査（門真市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  46 

野田市子育てに関する意向調査（野田市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  47 

桑名市次世代育成支援に係るニーズ調査（桑名市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  48 

京丹後市母子家庭等自立促進計画策定に係るニーズ調査（京丹後市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  49 

御所市次世代育成支援に関するニーズ調査（御所市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  51 

ひとり親家庭等実態調査（大阪市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  52 

京丹後市次世代育成支援に係るニーズ調査（京丹後市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  54 

東松山市次世代育成支援に係るニーズ調査（東松山市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  55 

坂戸市次世代育成支援に係るニーズ調査（坂戸市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  56 

横須賀市子育ち支援アンケート（横須賀市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  57 

舞鶴市次世代育成支援に係るニーズ調査（舞鶴市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  58 

高砂市次世代育成支援に関するニーズ調査（高砂市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  60 

美祢市次世代育成支援に係るニーズ調査（美祢市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  61 

防府市次世代育成支援に係るニーズ調査（防府市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  62 



岩国市次世代育成支援に係るニーズ調査（岩国市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  63 

べっぷ子供次世代育成支援行動計画（後期）策定に関するニーズ調査（別府市） ‥‥‥‥‥‥  64 

青森県子どもと子育てに関する調査（青森県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  65 

氷見市次世代育成支援に関するニーズ調査（氷見市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  66 

越前市次世代育成支援に係るニーズ調査（越前市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  67 

下松市次世代育成支援に係るニーズ調査（下松市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  68 

小松島市次世代育成支援に関するニーズ調査（小松島市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  69 

筑紫野市次世代育成支援に係るニーズ調査（筑紫野市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  70 

旭川市次世代育成支援に係るニーズ調査（旭川市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  72 

龍ヶ崎市次世代育成支援に関するアンケート調査（龍ヶ崎市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  73 

小平市次世代育成支援に関するニーズ調査（小平市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  74 

横浜市次世代育成支援に係るニーズ調査（横浜市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  75 

高槻市次世代育成支援に関するニーズ調査（高槻市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  77 

２００８年における愛知県内企業の海外事業活動調査（愛知県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  78 

桐生市次世代育成支援に係るニーズ調査（桐生市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  79 

三郷市次世代育成支援に係るニーズ調査（三郷市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  80 

戸田市次世代育成支援に係るニーズ調査（戸田市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  81 

珠洲市次世代育成支援に係るニーズ調査（珠洲市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  82 

各務原市次世代育成支援に係るアンケート調査（各務原市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  83 

広島市交通実態調査（広島市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  85 

少子化・子育て環境現況把握のための県民意識調査（福島県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  86 

千歳市子育て支援計画（後期計画）策定のためのアンケート調査（千歳市） ‥‥‥‥‥‥‥‥  87 

十和田市次世代育成支援に関するニーズ調査（十和田市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  88 

船橋市次世代育成支援行動計画策定のためのニーズ調査（船橋市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  89 

滑川市次世代育成支援に関するニーズ調査（滑川市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  92 

岐阜市次世代育成支援に係るニーズ調査（岐阜市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  93 

東大阪市次世代育成支援に関するニーズ調査（東大阪市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  95 

松山市次世代育成支援に係るニーズ調査（松山市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  96 

豊後大野市次世代育成支援に係るニーズ調査（豊後大野市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  97 

つがる市次世代育成支援に係るニーズ調査（つがる市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  98 

我孫子市次世代育成支援に係るニーズ調査（我孫子市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  100 

さいたま市次世代育成支援対策後期行動計画策定に係るニーズ調査（さいたま市） ‥‥‥‥‥  101 

秦野市次世代育成支援に係るニーズ調査（秦野市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  104 

大津市次世代育成支援に関するアンケート調査（大津市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  106 

つくみ子ども育成支援行動計画（後期）策定に関するニーズ調査（津久見市） ‥‥‥‥‥‥‥  108 

秋田市次世代育成支援に関するニーズ調査（秋田市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  109 

幸手市次世代育成支援行動計画（後期）実態調査（幸手市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  110 

草加市次世代育成支援に係るニーズ調査（草加市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  111 

柏市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査（柏市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  112 

八千代市次世代育成支援行動計画後期計画策定に係るニーズ調査（八千代市） ‥‥‥‥‥‥‥  115 

五泉市次世代育成支援に係るニーズ調査（五泉市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  116 

安城市次世代育成支援に係るニーズ調査（安城市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  117 

京都市ひとり親家庭実態調査（京都市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  119 

結婚と出産に関する意識調査（京都市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  120 

京都市子育て支援に関する市民ニーズ調査（京都市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  121 

笠岡市次世代育成支援に係るニーズ調査（笠岡市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  122 

飯塚市次世代育成支援に係るニーズ調査（飯塚市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  124 

霧島市次世代育成支援に係るニーズ調査（霧島市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  125 

平成２０年度医療と健康に関する県民意識調査（岩手県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  126 

五所川原市次世代育成支援に係るニーズ調査（五所川原市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  127 

男鹿市次世代育成支援に関するニーズ調査（男鹿市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  128 

次世代育成支援対策行動計画後期実施計画策定にかかるニーズ調査（水戸市） ‥‥‥‥‥‥‥  130 

那須烏山市次世代育成支援に係るニーズ調査（那須烏山市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  132 



矢板市次世代育成支援に係るニーズ調査（矢板市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  133 

第２次夢育て・たちかわ子ども２１プラン策定のための市民意向調査（立川市） ‥‥‥‥‥‥  134 

茅ヶ崎市次世代育成支援に関するアンケート調査（茅ヶ崎市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  137 

小浜市次世代育成支援に係るニーズ調査（小浜市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  138 

甲斐市次世代育成支援に係るニーズ調査（甲斐市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  139 

平成２０年度静岡市女性の労働実態調査（静岡市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  140 

加古川市次世代育成支援に係るニーズ調査（加古川市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  142 

五條市次世代育成支援に係るニーズ調査（五條市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  143 

東温市次世代育成支援に係るニーズ調査（東温市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  144 

朝倉市次世代育成支援に係るニーズ調査（朝倉市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  145 

鹿嶋市次世代育成支援に係るニーズ調査（鹿嶋市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  147 

熊谷市次世代育成支援に係るニーズ調査（熊谷市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  148 

鶴ヶ島市次世代育成支援に係るニーズ調査（鶴ヶ島市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  149 

日高市次世代育成支援に関するニーズ調査（日高市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  150 

八女市次世代育成支援に係るニーズ調査（八女市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  151 

鳥栖市次世代育成支援に関するニーズ調査（鳥栖市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  152 

ＰＣＢ含有電気機器保有状況調査（北九州市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  153 

地理空間情報活用推進に関する実態調査（国土交通省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  154 

真岡市次世代育成支援に係るニーズ調査（真岡市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  155 

宮津市次世代育成支援に係るニーズ調査（宮津市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  157 

姫路市地域福祉計画改定のための市民意向調査（姫路市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  158 

東広島市次世代育成支援に係るニーズ調査（東広島市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  159 

 (2) 変 更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  162 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（長崎県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  162 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（京都市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  164 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（宮崎県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  166 

平成２０年住生活総合調査（山梨県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  168 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（新潟県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  170 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（栃木県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  172 

平成２０年住生活総合調査（拡大調査）（福井県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  174 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（滋賀県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  176 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（東京都） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  178 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（明石市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  180 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（茨城県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  182 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（神戸市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  184 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（兵庫県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  186 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（高知県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  188 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（福岡市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  189 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（山口県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  191 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（福岡県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  193 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（仙台市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  195 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（石川県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  197 

平成２０年住生活総合調査（拡大調査）（北九州市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  199 

平成２０年住生活総合調査（拡大調査）（京都府） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  201 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（和歌山県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  203 

平成２０年住生活総合調査（沖縄県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  205 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（佐賀県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  207 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（東京都） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  209 

平成２０年住生活総合調査拡大調査（名古屋市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  210 

賃金・雇用実態調査（久留米市） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  212 

国家公務員給与等実態調査（人事院） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  213 

一般職の国家公務員の任用状況調査（人事院） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  215 



福祉行政報告例（厚生労働省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  218 

全国企業短期経済観測調査（日本銀行） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  225 

日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況等に関する調査（文部科学省） ‥‥‥‥‥‥‥  227 

建築物滅失統計調査（国土交通省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  229 

地域児童福祉事業等調査（厚生労働省） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  231 

平成２０年住生活総合調査（拡大調査）（島根県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  232 

(3) 中 止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 234 

国民健康保険疾病分類別医療統計調査（福岡県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  234 

産炭地域炭鉱住宅実態調査（福岡県） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  235 

東京都生計分析調査試験調査（東京都）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  237 

５ 参考 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  239 

承認統計調査の実施機関別・年（月）次別承認件数（報告様式単位） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  241 

届出統計調査の実施機関別・年（月）次別受理件数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  245 

 

 



 - 1 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 統計調査の審査状況 
（総括表） 
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指定統計調査の承認等の状況 

（平成20年11月分） 

 
１ 指定統計調査の実施承認 

 
指定統計調査の名称 申 請 者 主 な 承 認 事 項 承認月日 

建築着工統計調査（統計

法第７条第２項） 

国土交通大

臣 

 

承認事項の変更 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）

の改正を踏まえ、同法の規定を引用する

部分について変更を行うほか、調査方法

（電磁的記録による調査票の提出）や調

査関係書類の保存期間等に係る規定につ

いて、実態に合わせ、適切な表記となる

よう変更を行う。 

H20.11.26 

 

工業統計調査（統計法第

７条２項） 

 

経済産業大

臣 

 

承認事項の変更 

１ 調査の範囲 

日本標準産業分類の改定（平成 19 年

11 月６日付け総務省告示第 618 号）に

伴い、「調査の範囲」について「大分類

Ｆ－製造業」の表記を「大分類Ｅ－製

造業」に改める。 

２ 別紙様式第２工業調査票甲及び別紙

様式第３工業調査票乙 

(1) 平成 19年調査限りの調査事項を削

除する。 

(2) 平成 20 年調査から、事業所の名称

等についてプレプリントを導入する

ことに伴い、「１ 事業所の名称及び

所在地」欄及び「２ 本社又は本店

の名称及び所在地」欄の不要となる

文字（都道府県、市区町村など）を

削除する。 

(3) その他、記入者の記入しやすさを

考慮し、一部のレイアウトの変更や

説明文等を追加する。 

３ 別表１結果の公表の方法及び期日 

(1) 閲覧の場所のうち、（財）経済産業

調査会経済統計情報センターが移転

したことに伴い、同センターの住所

を新住所に変更する。 

(2) 公表の方法のうち閲覧に、「１㎞メ

ッシュ」を追加する。 

H20.11.26 

 

薬事工業生産動態統計

調査（統計法第７条２

項） 

厚生労働大

臣 

承認事項の変更 

１ 改正薬事法に基づき、医療機器につ

いては新たな一般的名称及び分類番号に

変更されたことに伴い、分類番号欄の桁

数を変更する。 

H.20.11.26
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２ 特掲医薬品、特掲医薬部外品の定義

を要綱に記載する。 

３ 特掲医薬品のうち漢方製剤につい

て、剤型別の表章を行わず、漢方製剤名

ごとの表章を行う。 

国民生活基礎調査 

(統計法第７条第２項) 

厚生労働大

臣 

承認事項の変更 

政府管掌健康保険が平成 20 年 10 月から

全国健康保険協会管掌健康保険に移行す

ることに伴い、医療保険の加入状況に関

する設問の選択肢中の当該保険の名称を

新名称に変更する。 

H20.11.19 

 



承認番号 承認年月日 統計調査の名称 申請者

27540 連合会を組織する共済組合における医療状況実態統計調査

(旧№27105） 医療状況実態統計調査票

27541 人材マネジメントに関する実態調査

(旧№） 人材マネジメントに関する実態調査票

27542 内航船舶輸送統計予備調査

(旧№） 内航船舶輸送統計予備調査調査票

内航船舶輸送統計予備調査

内航船舶輸送統計予備調査

27545 集落営農活動実態調査

(旧№） 集落営農活動実態調査票

27546 たばこ小売販売業経営実態調査

(旧№23606） たばこ小売販売業経営実態調査票

27547 平成２０年度建設業構造基本調査

(旧№26283） 平成２０年度建設業構造基本調査票
H20.11.26 国土交通大臣

27544
（旧№）

H20.11.7 内航船舶輸送統計予備調査に関するアンケート調査票（指定
統計対象者向け）

２　承認統計調査の承認

国土交通大臣

国土交通大臣

27543
（旧№）

経済産業大臣

H20.11.7

財務大臣

国土交通大臣

H20.11.7

H20.11.26 財務大臣

農林水産大臣H20.11.11

H20.11.7

内航船舶輸送統計予備調査に関するアンケート調査票（予備
調査対象向け）

H20.11.7
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（１）　新　規

整理番号 受理年月日 統計調査の名称 届出者

108088 H20.9.25 平成20年住生活総合調査附帯調査 神 奈 川 県 知 事

108089 H20.11.4 次世代育成支援に関するアンケート調査 高 島 市 長

108090 H20.11.4 奈良市次世代育成支援に関するニーズ調査 奈 良 市 長

108091 H20.11.4 大和郡山市次世代育成支援に係るニーズ調査 大 和 郡 山 市 長

108092 H20.11.5 酒田市次世代育成支援に係るニーズ調査 酒 田 市 長

108093 H20.11.5 取手市次世代育成支援に係るニーズ調査 取 手 市 長

108094 H20.11.5 栃木市次世代育成支援に係るニーズ調査 栃 木 市 長

108095 H20.11.5 東久留米市次世代育成支援に係るニーズ調査 東 久 留 米 市 長

108096 H20.11.5 村上市次世代育成支援に関するニーズ調査 村 上 市 長

108097 H20.11.5 大府市次世代育成支援に係るニーズ調査 大 府 市 長

108098 H20.11.5 門真市商業・サービス業等に関する実態調査 門 真 市 長

108099 H20.11.6 野田市子育てに関する意向調査 野 田 市 長

108100 H20.11.6 桑名市次世代育成支援に係るニーズ調査 桑 名 市 長

108101 H20.11.6 京丹後市母子家庭等自立促進計画策定に係るニーズ調査 京 丹 後 市 長

108102 H20.11.6 御所市次世代育成支援に関するニーズ調査 御 所 市 長

108103 H20.11.7 ひとり親家庭等実態調査 大 阪 市 長

108104 H20.11.11 京丹後市次世代育成支援に係るニーズ調査 京 丹 後 市 長

108105 H20.11.11 東松山市次世代育成支援に係るニーズ調査 東 松 山 市 長

108106 H20.11.11 坂戸市次世代育成支援に係るニーズ調査 坂 戸 市 長

108107 H20.11.11 横須賀市子育ち支援アンケート 横 須 賀 市 長

108108 H20.11.11 舞鶴市次世代育成支援に係るニーズ調査 舞 鶴 市 長

108109 H20.11.11 高砂市次世代育成支援に関するニーズ調査 高 砂 市 長

108110 H20.11.11 美祢市次世代育成支援に係るニーズ調査 美 祢 市 長

108111 H20.11.11 防府市次世代育成支援に係るニーズ調査 防 府 市 長

108112 H20.11.11 岩国市次世代育成支援に係るニーズ調査 岩 国 市 長

108113 H20.11.11
べっぷ子ども次世代育成支援行動計画（後期）策定に関
するニーズ調査

別 府 市 長

108114 H20.11.12 青森県子どもと子育てに関する調査 青 森 県 知 事

108115 H20.11.12 氷見市次世代育成支援に関するニーズ調査 氷 見 市 長

108116 H20.11.12 越前市次世代育成支援に係るニーズ調査 越 前 市 長

108117 H20.11.12 下松市次世代育成支援に係るニーズ調査 下 松 市 長

108118 H20.11.12 小松島市次世代育成支援に関するニーズ調査 小 松 島 市 長

108119 H20.11.12 筑紫野市次世代育成支援に係るニーズ調査 筑 紫 野 市 長

108120 H20.11.14 旭川市次世代育成支援に係るニーズ調査 旭 川 市 長

108121 H20.11.14 龍ヶ崎市次世代育成支援に関するアンケート調査 龍 ヶ 崎 市 長

108122 H20.11.14 小平市次世代育成支援に関するニーズ調査 小 平 市 長

３　届出統計調査の受理
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108123 H20.11.14 横浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 横 浜 市 長

108124 H20.11.14 高槻市次世代育成支援に関するニーズ調査 高 槻 市 長

108125 H20.11.17 2008年における愛知県内企業の海外事業活動調査 愛 知 県 知 事

108126 H20.11.17 桐生市次世代育成支援に係るニーズ調査 桐 生 市 長

108127 H20.11.17 三郷市次世代育成支援に係るニーズ調査 三 郷 市 長

108128 H20.11.17 戸田市次世代育成支援に係るニーズ調査 戸 田 市 長

108129 H20.11.17 珠洲市次世代育成支援に係るニーズ調査 珠 洲 市 長

108130 H20.11.17 各務原市次世代育成支援に係るアンケート調査 各 務 原 市 長

108131 H20.11.17 広島市交通実態調査 広 島 市 長

108132 H20.11.18 少子化・子育て環境現況把握のための県民意識調査 福 島 県 知 事

108133 H20.11.18
千歳市子育て支援計画（後期計画）策定のためのアン
ケート調査

千 歳 市 長

108134 H20.11.18 十和田市次世代育成支援に関するニーズ調査 十 和 田 市 長

108135 H20.11.18 船橋市次世代育成支援行動計画策定のためのニーズ調査 船 橋 市 長

108136 H20.11.18 滑川市次世代育成支援に関するニーズ調査 滑 川 市 長

108137 H20.11.18 岐阜市次世代育成支援に係るニーズ調査 岐 阜 市 長

108138 H20.11.18 東大阪市次世代育成支援に関するニーズ調査 東 大 阪 市 長

108139 H20.11.18 松山市次世代育成支援に係るニーズ調査 松 山 市 長

108140 H20.11.18 豊後大野市次世代育成支援に係るニーズ調査 豊 後 大 野 市 長

108141 H20.11.19 つがる市次世代育成支援に係るニーズ調査 つ が る 市 長

108142 H20.11.19 我孫子市次世代育成支援に係るニーズ調査 我 孫 子 市 長

108143 H20.11.19
さいたま市次世代育成支援対策後期行動計画策定に係る
ニーズ調査

さ い た ま 市 長

108144 H20.11.19 秦野市次世代育成支援に係るニーズ調査 秦 野 市 長

108145 H20.11.19 大津市次世代育成支援に関するアンケート調査 大 津 市 長

108146 H20.11.19
つくみ子ども育成支援行動計画（後期）策定に関する
ニーズ調査

津 久 見 市 長

108147 H20.11.20 秋田市次世代育成支援に関するニーズ調査 秋 田 市 長

108148 H20.11.20 幸手市次世代育成支援行動計画（後期）実態調査 幸 手 市 長

108149 H20.11.20 草加市次世代育成支援に係るニーズ調査 草 加 市 長

108150 H20.11.20 柏市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査 柏 市 長

108151 H20.11.20
八千代市次世代育成支援行動計画後期計画策定に係る
ニーズ調査

八 千 代 市 長

108152 H20.11.20 五泉市次世代育成支援に係るニーズ調査 五 泉 市 長

108153 H20.11.20 安城市次世代育成支援に係るニーズ調査 安 城 市 長

108154 H20.11.20 京都市ひとり親家庭実態調査 京 都 市 長

108155 H20.11.20 結婚と出産に関する意識調査 京 都 市 長

108156 H20.11.20 京都市子育て支援に関する市民ニーズ調査 京 都 市 長

108157 H20.11.20 笠岡市次世代育成支援に係るニーズ調査 笠 岡 市 長

108158 H20.11.20 飯塚市次世代育成支援に係るニーズ調査 飯 塚 市 長
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108159 H20.11.20 霧島市次世代育成支援に係るニーズ調査 霧 島 市 長

108160 H20.11.25 平成20年度医療と健康に関する県民意識調査 岩 手 県 知 事

108161 H20.11.25 五所川原市次世代育成支援に係るニーズ調査 五 所 川 原 市 長

108162 H20.11.25 男鹿市次世代育成支援に関するニーズ調査 男 鹿 市 長

108163 H20.11.25
次世代育成支援対策行動計画後期実施計画策定にかかる
ニーズ調査

水 戸 市 長

108164 H20.11.25 那須烏山市次世代育成支援に係るニーズ調査 那 須 烏 山 市 長

108165 H20.11.25 矢板市次世代育成支援に係るニーズ調査 矢 板 市 長

108166 H20.11.25
第２次夢育て・たちかわ子ども21プラン策定のための市
民意向調査

立 川 市 長

108167 H20.11.25 茅ヶ崎市次世代育成支援に関するアンケート調査 茅 ヶ 崎 市 長

108168 H20.11.25 小浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 小 浜 市 長

108169 H20.11.25 甲斐市次世代育成支援に係るニーズ調査 甲 斐 市 長

108170 H20.11.25 平成20年度静岡市女性の労働実態調査 静 岡 市 長

108171 H20.11.25 加古川市次世代育成支援に係るニーズ調査 加 古 川 市 長

108172 H20.11.25 五條市次世代育成支援に係るニーズ調査 五 條 市 長

108173 H20.11.25 東温市次世代育成支援に係るニーズ調査 東 温 市 長

108174 H20.11.25 朝倉市次世代育成支援に係るニーズ調査 朝 倉 市 長

108175 H20.11.26 鹿嶋市次世代育成支援に係るニーズ調査 鹿 嶋 市 長

108176 H20.11.26 熊谷市次世代育成支援に係るニーズ調査 熊 谷 市 長

108177 H20.11.26 鶴ヶ島市次世代育成支援に係るニーズ調査 鶴 ヶ 島 市 長

108178 H20.11.26 日高市次世代育成支援に関するニーズ調査 日 高 市 長

108179 H20.11.26 八女市次世代育成支援に係るニーズ調査 八 女 市 長

108180 H20.11.26 鳥栖市次世代育成支援に関するニーズ調査 鳥 栖 市 長

108181 H20.11.27 ＰＣＢ含有電気機器保有状況調査 北 九 州 市 長

108182 H20.11.28 地理空間情報活用推進に関する実態調査 国 土 交 通 大 臣

108183 H20.11.28 真岡市次世代育成支援に係るニーズ調査 真 岡 市 長

108184 H20.11.28 宮津市次世代育成支援に係るニーズ調査 宮 津 市 長

108185 H20.11.28 姫路市地域福祉計画改定のための市民意向調査 姫 路 市 長

108186 H20.11.28 東広島市次世代育成支援に係るニーズ調査 東 広 島 市 長

（２）　変　更

整理番号 受理年月日 統計調査の名称 届出者

208068 H20.9.29 平成20年住生活総合調査拡大調査 長 崎 県 知 事

208069 H20.10.3 平成20年住生活総合調査拡大調査 京 都 市 長

208070 H20.10.14 平成20年住生活総合調査拡大調査 宮 崎 県 知 事

208071 H20.10.16 平成20年住生活総合調査 山 梨 県 知 事

208072 H20.10.17 平成20年住生活総合調査拡大調査 新 潟 県 知 事
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208073 H20.10.21 平成20年住生活総合調査拡大調査 栃 木 県 知 事

208074 H20.10.21 平成20年住生活総合調査（拡大調査） 福 井 県 知 事

208075 H20.10.21 平成20年住生活総合調査拡大調査 滋 賀 県 知 事

208076 H20.10.22 平成20年住生活総合調査拡大調査 東 京 都 知 事

208077 H20.10.22 平成20年住生活総合調査拡大調査 明 石 市 長

208078 H20.10.23 平成20年住生活総合調査拡大調査 茨 城 県 知 事

208079 H20.10.23 平成20年住生活総合調査拡大調査 神 戸 市 長

208080 H20.10.24 平成20年住生活総合調査拡大調査 兵 庫 県 知 事

208081 H20.10.24 平成20年住生活総合調査拡大調査 高 知 県 知 事

208082 H20.10.27 平成20年住生活総合調査拡大調査 福 岡 市 長

208083 H20.10.30 平成20年住生活総合調査拡大調査 山 口 県 知 事

208084 H20.10.30 平成20年住生活総合調査拡大調査 福 岡 県 知 事

208085 H20.10.30 平成20年住生活総合調査拡大調査 仙 台 市 長

208086 H20.10.31 平成20年住生活総合調査拡大調査 石 川 県 知 事

208087 H20.10.31 平成20年住生活総合調査（拡大調査） 北 九 州 市 長

208088 H20.11.7 平成20年住生活総合調査拡大調査 京 都 府 知 事

208089 H20.11.7 平成20年住生活総合調査拡大調査 和 歌 山 県 知 事

208090 H20.11.10 平成20年住生活総合調査 沖 縄 県 知 事

208091 H20.11.11 平成20年住生活総合調査拡大調査 佐 賀 県 知 事

208092 H20.11.12 平成20年住生活総合調査拡大調査 東 京 都 知 事

208093 H20.11.13 平成20年住生活総合調査拡大調査 名 古 屋 市 長

208094 H20.11.5 久留米市賃金・雇用実態調査 久 留 米 市 長

208095 H20.11.11 国家公務員給与等実態調査 人 事 院 総 裁

208096 H20.11.12 一般職の国家公務員の任用状況調査 人 事 院 総 裁

208097 H20.11.17 福祉行政報告例 厚 生 労 働 大 臣

208098 H20.11.25 全国企業短期経済観測調査 日 本 銀 行 総 裁

208099 H20.11.26
日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況等に関す
る調査

文 部 科 学 大 臣

208100 H20.11.26 建築物滅失統計調査 国 土 交 通 大 臣

208101 H20.11.27 地域児童福祉事業等調査 厚 生 労 働 大 臣

208102 H20.10.21 平成２０年住生活総合調査（拡大調査） 島 根 県 知 事

（３）　中　止

整理番号 受理年月日 統計調査の名称 届出者

308013 H20.11.13 国民健康保険疾病分類別医療統計調査 福 岡 県 知 事

308014 H20.11.20 産炭地域炭鉱住宅実態調査 福 岡 県 知 事

308015 H20.11.27 東京都生計分析調査試験調査 東 京 都 知 事
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指定統計調査の承認 
【調査名】 工業統計調査 

【承認年月日】 平成２０年１１月２６日【指定番号】 １０ 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部産業統計室 

【目 的】 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｅー製造業を営む事業所について，業種別，従業

者規模別，地域別等に従業者数，製造品出荷額等を把握し，我が国工業の実態を明ら

かにし，工業に関する施策の基礎資料を得る。 

【沿 革】 工業に関する生産統計としては，明治初年民部省が開始した「府県物産表」調査，

明治１６年からの農商務統計のうちの「工場調査」（従業員１０人以上，毎年調査）

があるが，独立の調査としては，明治４２年から「工場統計調査」が開始された。こ

の調査は，従業者５人以上の工場について５年に１回実施されたが，大正９年からは，

毎年調査に改められた。さらに昭和１４年からは，「工場調査」として，従業者数に

かかわりなく，すべての工場・作業場について調査が行われるようになった。★昭和

２２年には統計法に基づく指定統計第１０号として，日本標準産業分類による製造業

を対象とする「工業調査」に改められ，昭和２５年には「昭和２５年工業センサス」，

昭和２６年以降は「工業統計調査」となり現在に至っている。昭和３１年からは，本

社本店調査が，また，昭和３８年からは用地用水調査が本調査に追加された（用水調

査は，昭和３３年と昭和３７年に，また，用地調査は昭和３６年，昭和３７年に付帯

調査として行われた）。また，昭和５１年からは，甲調査は従業者３０人以上の事業

所（従来は２０人以上），乙調査は２９人以下の事業所（同１９人以下），を対象とす

ることとなった。★昭和６０年及び昭和６１年には，「丙調査」が中止されたが，昭

和６２年には，従来の丙調査を見直した新たな丙調査（企業の多角化，ソフト化，国

際化について把握）が実施され，平成元年には，その２回目の調査が実施された。昭

和５６年調査からは，予算上の制約に伴う統計調査の効率的な実施の要請に応えるた

め同年調査以降の特定年次（原則として，西暦年末尾が０，３，５，８の年以外の年）

については，簡素化した調査である裾切調査として実施することとなった。★平成３

年には，長崎県の島原市及び深江町については雲仙不普賢岳の噴火災害により調査の

範囲から除外された。★平成４年以降は，通商産業省企業活動基本調査の実施に伴い，

丙調査を廃止することとされた。★平成１２年には，東京都三宅村については，三宅

島（雄山）の噴火災害により調査の範囲から除外された。★平成１６年調査では、新

潟中越地震の被災地域のうち十日町市，川口町及び山古志村について，調査対象地域

から除外した。 

【調査の構成】 １－工業調査票甲 ２－工業調査票乙 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「工業統計速報」（調査年の翌年），「工

業統計表（産業編）〔概要版〕」，「工業統計表（産業編）」，「同（市区町村編）」，

「同（企業統計編）」，「同（品目編）」，「同（用地・用水編）」，「同（工業地区編）」
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（調査年の翌々年）、「工業統計詳細情報」（閲覧）、「１ｋｍメッシュ」（閲覧） （表

章）全国，都道府県，市区町村 

※ 

【調査票名】 １－工業調査票甲 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）従業者３０人以上の事業所（製造，

加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５０，１８８ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）経済産業省→都道府県→

市（区）町村→調査員→報告者，経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１２月 

 【調査事項】 １．事業所の名称及び所在地，２．本社又は本店の名称及び所在地，３．他事

業所の有無，４．経営組織，５．資本金額又は出資金額（会社に限る），６．従

業者数，７．常用労働者毎月末現在数の合計，８．現金給与総額，９．原材料，

燃料，電力の使用額，委託生産費，製造等に関連する外注費及び転売した商品の

仕入額，１０．有形固定資産，１１．リース契約による契約額及び支払額，１２．

製造品在庫額，半製品，仕掛品の価額及び原材料，燃料の在庫額，１３．製造品

の出荷額，在庫額等，１４．品目別製造品出荷額，加工賃収入額及びその他収入

額の合計金額，１５．内国消費税額（酒税，たばこ税，揮発油税及び地方道路税

の納付税額又は納付すべき税額の合計額をいう。），１６．製造品出荷額等に占め

る直接輸出額の割合，１７．主要原材料名，１８．作業工程，１９．工業用地及

び工業用水，２０．１０，１２及び１３の在庫額に係る消費税の経理処理の状況 

※ 

【調査票名】 ２－工業調査票乙 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）従業者２９人以下の事業所（製造，

加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４４９，９１３ （配布）調査員 （取集）調査員 

（記入）自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）経済産業省→都道府

県→市（区）町村→調査員→報告者，経済産業省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１２月 

 【調査事項】 １．事業所の名称及び所在地，２．本社又は本店の名称及び所在地，３．他事

業所の有無，４．経営組織，５．資本金額又は出資金額（会社に限る），６．従

業者数，７．現金給与総額，８．原材料，燃料，電力の使用額，委託生産費，製

造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額の合計金額，９．製造品出荷額

等，１０．品目別製造品出荷額，加工賃収入額及びその他収入額の合計金額，１

１．内国消費税額（酒税，たばこ税，揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納

付すべき税額の合計額をいう。），１２．製造品出荷額等に占める直接輸出額の割
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合，１３．主要原材料名及び簡単な作業工程，１４．有形固定資産，１５．１４

に係る消費税の経理処理の状況，１６．製造品在庫額，半製品及び仕掛品額の合

計金額， 
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【調査名】 建築着工統計調査 

【承認年月日】 平成２０年１１月２６日【指定番号】 ３２ 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報・安全調査課建設統計室 

【目 的】 全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし，建築及び住宅に関する基礎資

料を得る。 

【沿 革】 建築の動態に関する統計は，戦前には市街地建築物法に基づく竣工建築物統計（内

務省）があり，また商工省でも同様の資料によって建築許可統計を作成していたが，

法律の適用地域が限定されており，地域内でも全部が集計されていないなどの欠点

があった。戦後は建築調査会，臨時建築制限規則により築造許可，着工，竣工の３

系列が作成されていたが，昭和２５年に建築基準法の施行により現行統計が発足し

たものである。 

【調査の構成】 １－建築着工統計調査票 ２－補正調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「建設統計月報」「建築統計年報」 （表

章）都道府県，市 

※ 

【調査票名】 １－建築着工統計調査票 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）その他 （属性）建築基準法第１５条第１項の規定に

よる建築工事届の行われた建築物 （抽出枠）建築工事届 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数） （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オン

ライン （記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）国土交通省→報告者（都

道府県） 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月 

 【調査事項】 １．着工予定期日，２．工事の予定期間，３．敷地の位置，４．建築主の種別，

会社の資本金等，５．工事種別，６．構造，７．建築物の用途（用途分類，多用

途の有無），８．新築の場合における階数（地上及び地下の階数），９．新築工事

の場合における敷地面積，１０．床面積の合計，１１．工事費予定額，１２．工

事別，１３．新設住宅の資金，１４．住宅の建築工法，１５．住宅の種類，１６．

建て方，１７．利用関係，１８．住宅の戸数，１９．住宅の床面積の合計，２０．

建築を伴う除去住宅戸数，２１．建築を伴う除去住宅の利用関係 

※ 

【調査票名】 ２－補正調査票 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）その他 （属性）建築基準法第１５条第１項の規定に

よる建築工事届の行われた建築物 （抽出枠）建築工事届 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１３，５００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）国土交

通省→都道府県→職員→報告者 
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 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月 

 【調査事項】 １．着工予定期日，２．工事の完了予定期日，３．建築主，４．工事種別，５．

構造，６．建築物の用途，７．建築物の数，８．床面積の合計，９．工事費予定

額，１０．工事の変更，１１．実施床面積の合計，１２．工事実施額（主体工事

実施額及び建築設備工事実施額） 
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【調査名】 薬事工業生産動態統計調査 

【承認年月日】 平成２０年１１月２６日【指定番号】 ４８ 

【実施機関】 厚生労働省医政局経済課 

【目 的】 医薬品，医薬部外品及び医療機器に関する毎月の生産の実態等を明らかにする。 

【沿 革】 昭和２７年３月１１日に指定統計になっており，これまでの主な改正としては，昭

和４２年の集計の機械化，昭和４８年の（１）．調査対象（輸入販売業）の追加，（２）．

調査事項（輸出入の状況）の追加，（３）．調査票の統廃合（７調査票→６調査票），

（４）．集計システムの変更，平成１１年のフレキシブルディスクへの記録による申

告の追加，平成１７年の（１）．輸入販売業の廃止，製造販売業の追加，（２）．実生

産医薬品に係る調査の廃止（６調査票→５調査票）がある。 

【調査の構成】 １－第１票 医薬品生産（輸入）月報総括表 ２－第２票 医薬品生産（輸入）

月報 ３－衛生材料生産（輸入）月報 ４－医療機器生産（輸入）月報 ５－医

薬部外品生産（輸入）月報 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「薬事工業生産動態統計月報」及び「同

年報」（月報については，調査月の翌々月末。年報については，翌年６月末まで

に公表。） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－第１票 医薬品生産（輸入）月報総括表 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）医薬品製造販売事務所及び製造所 （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，６００ （配布）調査員・オンライン （取集）

調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末現在 （系統）厚生労働

省→都道府県→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１０日までに，製造販売事務所は厚

生労働大臣に，製造所は管轄都道府県知事に提出する。 

 【調査事項】 １．最終製品の生産（輸入）金額，出荷金額，月末在庫金額，２．男女別常用

従業者数，臨時従業者の月間延人員 

※ 

【調査票名】 ２－第２票 医薬品生産（輸入）月報 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）医薬品製造販売事務所及び製造所 （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，６００ （配布）調査員・オンライン （取集）

調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末現在 （系統）厚生労働

省→都道府県→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１０日までに，製造販売事務所は厚

生労働大臣に，製造所は管轄都道府県知事に提出する。 
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 【調査事項】 医薬品の品名別生産（輸入）・出荷・月末在庫の金額・数量 

※ 

【調査票名】 ３－衛生材料生産（輸入）月報 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）医療機器製造販売事務所及び製造所 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３０ （配布）調査員・オンライン （取集）調査

員・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末現在 （系統）厚生労働省→

都道府県→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１０日までに，製造販売事務所は厚

生労働大臣に，製造所は管轄都道府県知事に提出する。 

 【調査事項】 衛生材料の品名別生産（輸入）・出荷・月末在庫の金額・数量 

※ 

【調査票名】 ４－医療機器生産（輸入）月報 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）医療機器製造販売事務所及び製造所 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５００ （配布）調査員・オンライン （取集）

調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末現在 （系統）厚生労働

省→都道府県→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１０日までに，製造販売事務所は厚

生労働大臣に，製造所は管轄都道府県知事に提出する。 

 【調査事項】 医療機器の品名別生産（輸入）・出荷・月末在庫の金額・数量 

※ 

【調査票名】 ５－医薬部外品生産（輸入）月報 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）医薬部外品製造販売事務所及び製造

所 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７００ （配布）調査員・オンライン （取集）調

査員・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末現在 （系統）厚生労働省

→都道府県→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１０日までに，製造販売事務所は厚

生労働大臣に，製造所は管轄都道府県知事に提出する。 

 【調査事項】 医薬部外品の品名別生産（輸入）・出荷・月末在庫の金額・数量 
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【調査名】 国民生活基礎調査 

【承認年月日】 平成２０年１１月１９日【指定番号】 １１６ 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課国民生活基礎調査室 

【目 的】 国民の保健，医療，福祉，年金，就業，介護，所得等国民生活の基礎的な事項を調

査して，厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得るとともに，厚生労働省

が実施する各種の世帯調査の調査客体を抽出するための親標本を設定する。 

【沿 革】 本調査は，「厚生行政基礎調査」（指定統計第６０号を作成するための調査），「国民

健康調査」（指定統計第６８号を作成するための調査），「保健衛生基礎調査」（承認統

計調査）及び「国民生活実態調査」（承認統計調査）を統合して，昭和６１年を初年

として開始されたものである。調査は，３年ごとに実施する大規模調査と，その中間

の各年に実施する簡易な調査から構成される。平成１３年の大規模調査においては、

新たに「介護票」が設けられた。 

【調査の構成】 １－世帯票 ２－所得票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「平成２１年国民生活基礎調査の概況」

（平成２２年５月末），「平成２１年国民生活基礎調査（報告書）」（平成２２年度

内）及びホームページによる公表 （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－世帯票 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯及び世帯員 （属性）平成１７年国勢調査の調査

区から層化無作為抽出した１０８８地区内のすべての世帯 （抽出枠）平成１７

年国勢調査区 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００００ １５００００ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年６月４日現在 （系統）

厚生労働省→都道府県→（保健所設置市・特別区）→保健所→指導員→調査員→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０６月０４日 

 【調査事項】 １．世帯に係る事項，（１）世帯員数，（２）単独世帯の状況，（３）調査年の

５月中の家計支出総額等，（４）最多所得者，２．世帯員に係る事項，（１）世帯

主との続柄，（２）性，（３）出生年月，（４）配偶者の有無，（５）医療保険の加

入状況，（６）傷病の状況，（７）公的年金・恩給の受給状況，（８）公的年金の

加入状況，（９）調査年の５月中の仕事の状況，（１０）勤めか自営かの別，（１

１）勤め先での呼称 

※ 

【調査票名】 ２－所得票 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯及び世帯員 （属性）世帯票の対象地区に設定さ

れた単位区から無作為抽出した５００単位区内のすべての世帯及び世帯員 （抽
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出枠）平成１７年国勢調査区 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５０００ ４５０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）他計 （把握時）平成２０年７月１６日現在 （系統）厚

生労働省→都道府県→（市・特別区・福祉事務所設置町村）→福祉事務所→指導

員→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０７月１６日 

 【調査事項】 １．世帯に係る事項，（１）世帯区分，（２）生活意識の状況，２．世帯員に係

る事項，（１）性，（２）出生年月，（３）所得の種類別金額（雇用者所得，事業

所得，農耕・畜産所得，家内労働者所得，財産所得，社会保障給付金（公的年金，

雇用保険，その他の社会保障給付金），仕送り，企業年金・個人年金等，その他

の所得の別），（４）課税等状況別の金額（所得税，住民税，社会保険料（医療保

険，年金保険，介護保険，その他），固定資産税の別），（５）企業年金・個人年

金等の掛金の金額 
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３ 承 認 統 計 調 査 の 承 認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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承認統計調査の承認 

【調査名】 連合会を組織する共済組合における医療状況実態統計調査 

【実施機関】 財務省主計局給与共済課 

【目 的】 国家公務員共済組合の医療給付状況の実態を調査し，今後の短期給付事業の健全な

運営を図るための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－医療状況実態統計調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「国家公務員共済組合事業

統計年報」（平成２２年２月）財務省ＨＰにて公表（平成２２年７月） （表章）

全国 

※ 

【調査票名】 １－医療状況実態統計調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月０７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０７月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５４０ 調査票番号（旧）０２７１０５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）共済組合の支部 （属性）国家公務員共済組合連合会

を組織する共済組合の支部 （抽出枠）財務省で所有する連合会を組織する共済

組合の支部名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８９０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）平成２１年４月 （系統）財務省主計局→各財務局→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年５月上旬 

 【調査事項】 １．組合区分，２．各共済組合支部における通し番号，３．組合員種別，４．

組合員・被扶養者の別，５．一般・高齢者等別，６．生年月，７．性別，８．標

準報酬の等級及び月額，９．疾病分類番号，１０．診療開始年月，１１．診療種

別，１２．診療年月，１３．診療実日数，１４．一点単価，１５．共済組合に対

する請求一点単価，１６．診療点数合計，１７．公費負担，１８．一部負担金額，

１９．食事・生活療養費，２０．診療内容，２１．医療機関の種別，２２．高額

療養費 
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【調査名】 人材マネジメントに関する実態調査 

【実施機関】 中小企業庁事業環境部企画課調査室 

【目 的】 中小企業における人材マネジメントに関する取り組みを把握し、今後の中小企業庁

の施策立案の参考とし、２００９年版中小企業白書作成の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－人材マネジメントに関する実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「２００９年版中小企業白

書」平成２１年４月 （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－人材マネジメントに関する実態調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月０７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０４月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５４１ 調査票番号（旧）０２７５４１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類におけるＡ農業、林

業、Ｂ漁業、Ｃ鉱業、採石業、砂利採取業、Ｇ電気・ガス・熱供給・水道業、Ｈ

のうち郵便業、Ｊ金融業、保険業、Ｌのうち学術研究、Ｑ複合サービス業、Ｓ公

務（他に分類されるものを除く）及びＴ分類不能の産業を除く産業に属する企業 

（抽出枠）株式会社東京商工リサーチのデータベース 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／１，０９３，８０７ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月末 （系統）

中小企業庁→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日 

 【調査事項】 １．会社概要、（１）所在地、（２）創業年、（３）業種、（４）資本金額、（５）

従業者数、（６）直近３年間の損益の状況、（６）直近３年間の売上高・経常利益

の傾向、（７）重要な経営資源等、２．雇用状況、（１）従業員の増減、（２）従

業員数の増減の今後の方針、（３）直近１０年間における正社員の新卒採用の状

況、（４）直近１０年間における中途採用の状況、（５）採用の円滑化のための取

り組み、３．賃金の状況、４．従業員の満足度について、５．企業と従業員の関

係について 
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【調査名】 内航船舶輸送統計予備調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課交通統計室 

【目 的】 内航船舶輸送統計調査（指定統計第１０３号）の新たな調査体系を確立するため、

簡易調査票の調査項目、調査様式等の妥当性の検証及び層区分の判断材料となる全体

の輸送量等の把握を目的とする。 

【調査の構成】 １－内航船舶輸送統計予備調査票 ２－内航船舶輸送統計予備調査に関するア

ンケート調査票（予備調査対象者向け） ３－内航船舶輸送統計に関するアンケ

ート調査票（指定統計対象者向け） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表） （表章）全国 

【経費】 ９，５８３千円 

※ 

【調査票名】 １－内航船舶輸送統計予備調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月０７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５４２ 調査票番号（旧）０２７５４２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）内航海運業法第３条（昭和２７年法

律第１５１号）に基づき内航運送をする事業について国土交通大臣に登録又は届

出をした者のうち、総トン数２０トン以上の船舶により輸送を行う者を営む者。

ただし、内航船舶輸送統計（指定統計第１０３号）の調査対象者を除く。 （抽

出枠）内航船舶輸送統計対象者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６４０／６４０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２０年１１月 （系統）国土交通省→民間調査機関→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．船名及び船舶番号，３．船舶の総トン数及び用途、４．

燃料消費量、５．航海距離，６．輸送した貨物の品目コード及び品名，７．月間

輸送量及び単位 

※ 

【調査票名】 ２－内航船舶輸送統計予備調査に関するアンケート調査票（予備調査対象者向け） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月０７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５４３ 調査票番号（旧）０２７５４３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）内航海運業法第３条（昭和２７年法

律第１５１号）に基づき内航運送をする事業について国土交通大臣に登録又は届

出をした者のうち、総トン数２０トン以上の船舶により輸送を行う者を営む者。

ただし、内航船舶輸送統計（指定統計第１０３号）の調査対象者を除く。 （抽
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出枠）内航船舶輸送統計対象者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６４０／６４０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２０年１１月 （系統）国土交通省→民間調査機関→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日 

 【調査事項】 １．フェイス事項、２．社船及び運航船の船腹量、３．貨物輸送の実施の有無、

４．予備調査票の調査項目別の記入負担状況及び理由、５．積地・揚地の報告の

可能性、６．品目及び航路の傾向、７．航海期間の傾向、８．輸送距離の報告の

可能性、９．報告様式の媒体についての意向、１０．輸送実績データ等の管理方

法・集計期間 

※ 

【調査票名】 ３－内航船舶輸送統計に関するアンケート調査票（指定統計対象者向け） 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月０７日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）２７５４４ 調査票番号（旧）２７５４４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）内航海運業法第３条（昭和２７年法

律第１５１号）に基づき内航運送をする事業について国土交通大臣に登録又は届

出をした者のうち、総トン数２０トン以上の船舶により輸送を行う者を営む者で

あって、内航船舶輸送統計（指定統計第１０３号）の調査対象者として国土交通

大臣の指定を受けた者。 （抽出枠）内航船舶輸送統計対象者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０４／２０４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２０年１１月 （系統）国土交通省→民間調査機関→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日 

 【調査事項】 １．フェイス事項、２．社船及び運航船の船腹量、３．内航船舶輸送統計調査

票の調査項目別の記入負担状況及び理由、４．品目及び積地・揚地のコード化へ

の対応可能性、５．報告様式の媒体についての意向、６．輸送実績データ等の管

理方法・集計期間 
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【調査名】 集落営農活動実態調査 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室 

【目 的】 「食料・農業・農村基本計画」において担い手として位置づけられ，「水田・畑作

経営所得安定対策」の支援対象となった集落営農組織の育成・確保・支援に係る施策

の企画・立案，推進等に必要な資料の整備を行う。 

【調査の構成】 １－集落営農活動実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／統計センター委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」

（平成２１年６月末） （表章）全国 

【経費】 ７，０７４千円 

※ 

【調査票名】 １－集落営農活動実態調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月１１日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０６月３０日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５４５ 調査票番号（旧）０２７１４２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）水田・畑作経営所得安定対策に加入し

ている集落営農の代表者 （抽出枠）集落営農実態調査 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８８０／７，１５６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年３月１日現在 （系統）農林水産省→

地方農政事務所等→統計・情報センター→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）３月１日現在 

 【調査事項】 集落営農活動の目的，組織の構成，運営，財務諸表の整備状況，納税の申告方

法，経営展開，次期代表者の状況 
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【調査名】 たばこ小売販売業経営実態調査 

【実施機関】 財務省理財局総務課たばこ塩事業室 

【目 的】 たばこ小売販売業者の経営実態を調査し，たばこ小売販売業許可事務等たばこ関係

行政の適正な運用に資することを目的とする。 

【調査の構成】 １－たばこ小売販売業経営実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）調査結果の一部を財政制度等審議会た

ばこ事業等分科会に報告し（平成２１年３月）、その他の調査結果報告は平成２

１年６月に公表 （表章）全国（沖縄を除く） 

【経費】 ２，８５５千円 

※ 

【調査票名】 １－たばこ小売販売業経営実態調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０５月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５４６ 調査票番号（旧）０２３６０６ 

 【調査対象】 （地域）全国（沖縄を除く） （単位）事業所 （属性）たばこ小売販売業の

許可を受けている事業所 （抽出枠）製造たばこ小売販売業許可台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，０００／３００，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）財務省理財局→

民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月３１日 

 【調査事項】 １．氏名（商店名）、所在地及び販売店コード，２．たばこ小売販売の許可（指

定）を受けた年，３．経営形態，４．店舗の経営について，５．営業形態，６．

店舗規模、７．成人識別自動販売機の導入に伴うたばこの売上高の変化 
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【調査名】 平成２０年度建設業構造基本調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局建設市場整備課 

【目 的】 建設業の基本的な産業構造を明らかにするとともに，その中長期的変化を把握し，

建設産業政策の展開に資する基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年度建設業構造基本調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）国土交通省ＨＰに掲載（平

成２１年度１０月） （表章）全国 

【経費】 １６，４４４千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年度建設業構造基本調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月２６日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２１年０３月３１日 

 【調査票番号】 調査票番号（新）０２７５４７ 調査票番号（旧）０２６２８３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）建設業法第３条の規定により，建設業

の許可を受けている企業であって，建設工事施工統計調査において、総売上高の

うち建設工事完成工事高が８０％以上を占める企業 （抽出枠）平成１８年度建

設工事施工統計調査名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２２，０９７／４７，０６３ （配布）郵送・

オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年

３月末日 （系統）国土交通省→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２１年０１月０７日～平成２１年０１月２

３日 

 【調査事項】 １．基本的な事項（組織形態、資本金、総資本額、経常利益）２．営業活動，

３．取引関係，４．経営管理，５．従業者，６．建設機械・設備，７．組織化・

事業の共同化，８．経営革新・事業の再構築 
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４ 届 出 統 計 調 査 の 受 理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：「報告様式名」欄について 
 

  報告様式が２以上ある場合には、報告様式名の頭 
 

 に数字を付し、調査内容の説明の簡略化を図った。 
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(1)  新規 

【調査名】 平成２０年住生活総合調査附帯調査 

【実施機関】 神奈川県県土整備部住宅課 

【目 的】 住宅のリフォーム、住み替えなどの住まいに関する情報の入手について県民の動向

を把握し、住宅に関する適切な情報提供の検討資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査付帯調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）未定 （表章）都道府県 

【経費】 １，６９２千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査付帯調査票 

【受理年月日】 平成２０年０９月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０８８ 受理番号（旧）１０８０８８ 

 【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）世帯 （属性）国勢調査対象世帯 （抽出枠）

国土交通省「平成２０年住生活総合調査」対象世帯 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６，２００／３，５９０，２４１ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）

神奈川県→市町村→指導員→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）未定 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅をリフォームする際に参考とする情報について，（１）住宅リフォー

ムについての考え，（２）住宅リフォームの参考情報源，（３）住宅リフォームの

際に得たい情報，２．高齢社会に対応した住宅施策について，（１）高齢者世帯

向け住宅の情報源、（２）高齢となった際の住宅に関する不安，（３）「高齢者向

け優良賃貸住宅」について，（４）「高齢者円滑入居賃貸住宅」及び「高齢者専用

賃貸住宅」について，３．住宅瑕疵担保履行法について，（１）同法の認知状況，

（２）同法を認知したきっかけ 
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【調査名】 次世代育成支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 高島市健康福祉部子ども家庭総務課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－次世代育成支援に関するアンケート調査 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表（平

成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ７５０千円 

※ 

【調査票名】 １－次世代育成支援に関するアンケート調査 

【受理年月日】 平成２０年１１月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０８９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高島市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）（１１

９４名）及び就学児童（小学１～６年生）（２２３９名）のいる世帯 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１９４ ２２３９ （配布）郵送又は小学校等経

由 （取集）郵送又は小学校等経由 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）高島市→報告者又は高島市→小学校・幼稚園・保育園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１４日～２８日 

 【調査事項】 （就学前児童用）１．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，

３．児童の保育の状況及び利用希望等，（就学児童用）１．児童及び世帯の状況，

２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望

等 
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【調査名】 奈良市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 奈良市保健福祉部子育て支援室子育て課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－就学児童保護者用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表（平

成２１年３月） （表章）市区町村 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）奈良市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，３８１／１７，７０４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）奈良

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１９日～１２月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）奈良市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４４９／２０，４０８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）奈良

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１９日～１２月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 大和郡山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 大和郡山市福祉健康づくり部こども福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大和郡山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，３００／４，４９７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）大和

郡山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大和郡山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，３００／５，０１７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）大和

郡山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

 

 

 

 



 - 39 -

【調査名】 酒田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 酒田市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「子育て支援行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年１２月） （表章）市区町村 

【経費】 ５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）酒田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）児童手当扶助事業名簿，保育料算定名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，９７０／４，８９２ （配布）郵送及び

施設を通じての配布 （取集）郵送及び施設を通じての回収 （記入）自計 （把

握時）平成２０年１０月末現在 （系統）酒田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１０日～２８日 

 【調査事項】 １．家族状況，２．就労状況，３．保育サービスの利用状況，４．病児・病後

児保育，５．一時預かり，６．宿泊を伴う一時預かり，７．学童保育，８．ベビ

ーシッター，９．ファミリーサポートセンター，１０．育児休業制度，１１．日

頃の子育て，１２．子どもの虐待，１３．子育ての環境，１４．生活の優先度，

１５．市の施策への要望 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）酒田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）児童手当扶助事業名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，８９５ （配布）小学校を通じての配布 （取

集）小学校を通じての回収 （記入）自計 （把握時）平成２０年１０月末現在 

（系統）酒田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１０日～２８日 

 【調査事項】 １．家族状況，２．就労状況，３．学童保育，４．病児・病後児保育，５．一

時預かり、６．宿泊を伴う一事預かり，７．ベビーシッター，８．ファミリーサ

ポートセンター，９．育児休業制度，１０．日頃の子育て，１１．子どもの虐待，
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１２．子育ての環境，１３．生活の優先度，１４．市の施策への要望 
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【調査名】 取手市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 取手市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ９９８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）取手市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５，７００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）取手市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１３日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）取手市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５，３７２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）取手市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１３日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 栃木市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 栃木市保健福祉部福祉トータルサポートセンター 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）栃木市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２８０／３，１９２ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）栃木市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）栃木市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２８０／３，４３６ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）栃木市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 東久留米市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 東久留米市子ども家庭部青少年・幼児政策担当課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－就学児童保護者用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「ニーズ調査報告書」（平成

２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０５６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東久留米市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／５，６４３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東久留米市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１４日～平成２１年０３

月３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東久留米市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３００／６，３４６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東久留米市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１４日～平成２１年０３

月３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 村上市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 村上市福祉保健部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）村上市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，３１０ （配布）郵送及び市立保育園を通じて

配布 （取集）郵送及び市立保育園を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）村上市→報告者，村上市→保育園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２０日～１２月０４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）村上市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，８１０ （配布）郵送及び市立小学校を通じて

配布 （取集）郵送及び市立小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）村上市→報告者，村上氏→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２０日～１２月０４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 大府市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 大府市健康福祉部児童課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－就学児童保護者用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表 （表章）市区町村 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大府市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，１９４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大府市→報告者→大

府市→民間委託 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１４日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大府市内全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，６６７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大府市→報告者→大

府市→民間委託 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１４日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 門真市商業・サービス業等に関する実態調査 

【実施機関】 門真市市民生活部生活産業課 

【目 的】 門真市内商業・サービス業等の実態把握と事業継続の条件を明らかにする 

【調査の構成】 １－門真市商業・サービス業に関する実態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２１年４月 （表

章）市区町村 

【経費】 ３５１千円 

※ 

【調査票名】 １－門真市商業・サービス業に関する実態調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９８ 受理番号（旧）１０８０９８ 

 【調査対象】 （地域）大阪府門真市内 （単位）事業所 （属性）民営事業所 （抽出枠）

平成１８年事業所・企業統計調査結果事業所名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４２７／４，８３７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１０月３１日時点 （系統）門

真市→大阪府立産業開発研究所→報告者→大阪府立産業開発研究所→門真市 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月上旬 

 【調査事項】 １．事業所概要、２．最近の経営状況、３．事業所の立地について、４．地域

との関わり、５．販売又はサービス提供の動向について、６．今後の方針、課題

について 
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【調査名】 野田市子育てに関する意向調査 

【実施機関】 野田市保健福祉部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果冊子」及び市ホ

ームページ等にて公表 （表章）市区町村 

【経費】 １，９１７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）野田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８６５／８，１９８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１７日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８０９９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）野田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５５３／７，７６４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１７日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 桑名市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 桑名市産業振興部商工課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童保護者用調査票 ２－就学児童保護者用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２

１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１００ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）桑名市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０歳～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／７，９００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）桑名

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１００ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）桑名市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／８，７００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）桑名

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 京丹後市母子家庭等自立促進計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 京丹後市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 母子，寡婦及び父子家庭の生活実態や要望・意見等を把握し，就労支援や子育て・

生活支援といいった総合的な自立支援施策を進めるための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－母子家庭調査票 ２－父子家庭調査票 ３－寡婦家庭調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及びホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３９３千円 

※ 

【調査票名】 １－母子家庭調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）世帯 （属性）母子家庭 （抽出枠）児童扶

養手当対象者名簿，福祉医療受給者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５１９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）京丹後市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月０７日～１２月０１日 

 【調査事項】 仕事，住居，家庭生活，子供の養育等重層的調査 

※ 

【調査票名】 ２－父子家庭調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）世帯 （属性）父子世帯 （抽出枠）児童扶

養手当対象者名簿，福祉医療受給者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１１７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）京丹後市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月０７日～１２月０１日 

 【調査事項】 実態を網羅するとともに，家庭生活，子供の養育費等を重点調査 

※ 

【調査票名】 ３－寡婦家庭調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）世帯 （属性）寡婦世帯 （抽出枠）児童扶

養手当対象者名簿，福祉医療受給者名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）京丹後市→民間委託→報告者 
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 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月０７日～１２月０１日 

 【調査事項】 高齢期に向けた不安の把握，子育て中の課題を現在の施策に活かす調査 
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【調査名】 御所市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 御所市市民福祉部児童課 

【目 的】 市民の子育てに関する生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の行動計

画を策定するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）窓口閲覧，広報誌掲載，ホ

ームページにて公表 （表章）市区町村 

【経費】 １，４７１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）御所市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）がいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，１９０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）御所市→報告者→御

所市 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０８日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）御所市全域 （単位）世帯 （属性）小学校修了前児童がいる世帯 （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，４３１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）御所市→報告者→御

所市 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年０１月０８日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 ひとり親家庭等実態調査 

【実施機関】 大阪市子ども青少年局子育て支援部子ども家庭支援担当課 

【目 的】 大阪市域内のひとり親家庭等を対象に現況の課題と各制度の利用実態や充足度，市

民ニーズ等について把握し大阪市ひとり親家庭等自立促進計画の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－母子世帯用調査票 ２－父子世帯用調査票 ３－寡婦世帯用調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２

０年度末） （表章）市区町村 

【経費】 ４，６９９千円 

※ 

【調査票名】 １－母子世帯用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大阪市内全域 （単位）世帯 （属性）母子世帯 （抽出枠）住民基

本台帳閲覧リスト 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，８７９／３４，４０７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）１１月１日現在 （系統）大阪市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月末日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．子どもについて，３．仕事について，４．家計につい

て，５．養育費について，６．住宅について，７．各種支援施策について 

※ 

【調査票名】 ２－父子世帯用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大阪市内全域 （単位）世帯 （属性）父子世帯 （抽出枠）住民基

本台帳閲覧リスト 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４５３／５，７１４ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）１１月１日現在 （系統）大阪市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月末 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．子どもについて，３．仕事について、４．家計につい

て，５．養育費について，６．住宅について，７．各種支援施策について 

※ 

【調査票名】 ３－寡婦世帯用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大阪市内全域 （単位）世帯 （属性）寡婦世帯 （抽出枠）住民基

本台帳閲覧リスト 
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 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数） （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）１１月１日現在 （系統）大阪市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月末 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．仕事について，３．家計について，４．養育費につい

て，５．住宅について，６．各種支援施策について 
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【調査名】 京丹後市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 京丹後市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及びホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ９５２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９５７／２，９２６ （配布）メール便 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）京丹後市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１３日 １２月０１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京丹後市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５４３／３，７２９ （配布）メール便 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）京丹後市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１３日～１２月０１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 東松山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 東松山市教育部青少年こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２１年４月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ５７８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東松山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，２００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東松山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東松山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，７００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東松山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 
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【調査名】 坂戸市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 坂戸市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）ホームページにて公表（平

成２１年５月以降） （表章）市区町村 

【経費】 １，５９９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）坂戸市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／４，３８３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）坂戸市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２０日～１２月１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）坂戸市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／５，３７５ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）坂戸市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２０日～１２月１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 横須賀市子育ち支援アンケート 

【実施機関】 横須賀市こども育成部こども青少年企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，００４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）横須賀市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２２，６１８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）横須賀市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）横須賀市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２２，８３１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）横須賀市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 舞鶴市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 舞鶴市教育委員会社会教育部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童母親用調査票 ２－就学前児童父親用調査票 ３－就学児童母

親用調査票 ４－就学児童父親用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及びホームページに

て公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ７９５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童母親用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）舞鶴市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／４，９９２ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）舞鶴市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童父親用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）舞鶴市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／４，９９２ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）舞鶴市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－就学児童母親用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）舞鶴市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の
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いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／５，４４９ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）舞鶴市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ４－就学児童父親用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）舞鶴市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／５，４４９ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）舞鶴市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 高砂市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 高砂市福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ７２４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高砂市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（０～５歳）のいる世

帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４１４／５，６４６ （配布）郵送・調

査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

高砂市→調査員→報告者，高砂市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２５日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１０９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高砂市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（１～６年生）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４５９／５，８５５ （配布）郵送・調

査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

高砂市→調査員→報告者，高砂市→世帯 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２５日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 美祢市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 美祢市市民福祉部地域福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，６０３千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）美祢市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９０７ （配布）郵送及び幼稚園等にて配布 （取

集）郵送及び幼稚園等にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

美祢市→幼稚園等→報告者，美祢市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）美祢市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０５９ （配布）郵送及び小学校にて配布 （取

集）郵送及び小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

美祢市→小学校→報告者，美祢市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 防府市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 防府市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２２

年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ９５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）防府市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／４，６６６ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）防府市→調査員→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１７日～１２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）防府市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，９６４ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）防府市→調査員→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１７日～１２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 岩国市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 岩国市健康福祉部こども支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岩国市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，１６３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩国市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１２月２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岩国市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，７０２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩国市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１２月２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 べっぷ子ども次世代育成支援行動計画（後期）策定に関するニーズ

調査 

【実施機関】 別府市福祉保健部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，１４６千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）別府市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２，８２１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）別府市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２７日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）別府市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／４，５０８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）別府市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２７日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 青森県子どもと子育てに関する調査 

【実施機関】 青森県健康福祉部こどもみらい課 

【目 的】 県民の子育て意識やニーズなどを把握し，「健やかに子どもを生み育てる環境づく

り」を進めるための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－子どもと子育てに関する調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）県ホームページにて公表（平

成２１年２月） （表章）都道府県 

【経費】 ５，５５５千円 

※ 

【調査票名】 １－子どもと子育てに関する調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）青森県全域 （単位）世帯 （属性）中学３年生まで（０～１５歳）

の子どものいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１１０，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１７日現在 （系統）

青森県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１７日～３０日 

 【調査事項】 １．フェイス事項及び家庭について，２．理想の子ども数・現実の子ども数に

ついて，３．子ども数の減少について，４．仕事と子育ての両立について，５．

夫婦の家事・育児参加について，６．育児に関する不安・悩みについて，７．育

児サービスの利用状況，８．子どもの遊びや環境について，９．子育て支援活動

への参加の意思について，１０．児童環境づくりのための行政への要望等 
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【調査名】 氷見市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 氷見市企画広報室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ９８０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）氷見市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／２，２３６ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）氷見市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１７日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）氷見市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／２，６９８ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）氷見市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１７日～１１月２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 越前市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 越前市福祉保健部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２１年度策定

の後期行動計画冊子内にて公表） （表章）市区町村 

【経費】 ２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）越前市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３００／４，５３４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）越前市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２０日～１２月０５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）越前市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／５，９７１ （配布）小学校にて配

布 （取集）小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

越前市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２０日～１２月０５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 下松市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 下松市健康福祉部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２２

年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）下松市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）下松市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）下松市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）下松市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年２月中旬まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 小松島市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 小松島市保健福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２

１年３月）及び市ホームページにて公表（平成２１年４月以降） （表章）市区

町村 

【経費】 １，２５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小松島市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０から５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１，８３７ （配布）郵送及び

保育所にて配布 （取集）郵送及び保育所にて取集 （記入）自計 （把握時）

調査日現在 （系統）小松島市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小松島市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，１５９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）小松島市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 筑紫野市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 筑紫野市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－１５歳以上の市民用調

査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告所」及び市

ホームページにて公表（平成２１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）筑紫野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，９８４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）筑紫野

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１１９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）筑紫野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／６，１７４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日現在 （系統）筑紫野

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－１５歳以上の市民用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８１１９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）筑紫野市全域 （単位）個人 （属性）１５歳以上の市民 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／８４，０９９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）筑紫野市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．結婚・出産・子育ての状況及び希望等 
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【調査名】 旭川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 旭川市子育て支援部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２から２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）市ホームページにて公表（平成２１年

５月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）旭川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４３８／１６，２５２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）旭川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）旭川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，６３４／１７，５６３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）旭川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 龍ヶ崎市次世代育成支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 龍ヶ崎市健康福祉部こども福祉課、龍ヶ崎市環境生活部商工振興課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２から２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市広報紙及び市ホームペー

ジにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５２１千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）龍ヶ崎市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，０５１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）龍ヶ崎市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）龍ヶ崎市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，８７６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）龍ヶ崎市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 小平市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 小平市次世代育成部児童課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２から２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８１５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小平市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，１７３／１０，８６３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１５日現在 （系統）小

平市→委託業者→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１８日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小平市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／５，００１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１５日現在 （系統）小

平市→委託業者→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１８日～３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．学童クラブの利用状況及び希望等 
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【調査名】 横浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 横浜市こども青少年局企画調整課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）調査結果の概要を公表（平

成２１年５月）「行動計画冊子」及び市ホームページにて公表（平成２２年４月） 

（表章）市区町村 

【経費】 ８，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）横浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／１９５，４５２ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）横浜市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１７日～平成２１年０１

月３０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）横浜市全域 （単位）世帯 （属性）小学生児童（６～１１歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／２０３，２５６ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）横浜市→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１７日～平成２１年０１

月３０日 
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 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 高槻市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 高槻市子ども部子ども育成室子育て総合支援センター 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）冊子、市ホームページにて

公表（平成２１年４月末） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０３５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高槻市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／１９，４１３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）高槻市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）高槻市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／２０，０８３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）高槻市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 ２００８年における愛知県内企業の海外事業活動調査 

【実施機関】 愛知県産業労働部産業立地通商課 

【目 的】 愛知県内に本社を置く企業の海外拠点の実態を継続的に把握することにより、県内

企業の国際化の動向を知るとともに企業の海外事業活動への支援の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－２００８年における愛知県内企業の海外事業活動調査 ２－２００８年に

おける海外事業活動調査附属アンケート 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２１年８月に

有償発行、平成２１年７月に報道発表、ＨＰにて公表 （表章）都道府県 

【経費】 ４００千円 

※ 

【調査票名】 １－２００８年における愛知県内企業の海外事業活動調査 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２５ 受理番号（旧）１０８１２５ 

 【調査対象】 （地域）愛知県内 （単位）企業 （属性）海外に進出しているか、進出して

いるとみられる愛知県内企業 （抽出枠）独自に収集した名簿（６７０社）及び

書籍・新聞等から収集した名簿（５０社） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７２０／７２０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２０年１２月末現在 （系統）愛知県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１１月～平成２１年０２月 

 【調査事項】 １．会社概要（社名、住所、資本金、従業員数、業態、業種）、２．海外拠点

について（従業員数、日本からの派遣（役員含）、法人資本金、本社出資比率） 

※ 

【調査票名】 ２－２００８年における海外事業活動調査附属アンケート 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２５ 受理番号（旧）１０８１２５ 

 【調査対象】 （地域）愛知県内 （単位）企業 （属性）海外に進出しているか、進出して

いるとみられる愛知県内企業 （抽出枠）独自に収集した名簿（６７０社）及び

書籍・新聞記事等から収集した名簿（５０社） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７２０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）平成２０年１２月末現在 （系統）愛知県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１１月～平成２１年０２月 

 【調査事項】 １．企業名、２．今後の海外拠点についての方向性、２．今後の海外生産比率

についての方向性、３．新たに進出を検討している国について 
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【調査名】 桐生市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 桐生市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－桐生市次世代育成支援後期行動計画策定にかかるニーズ調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２６０千円 

※ 

【調査票名】 １－桐生市次世代育成支援後期行動計画策定にかかるニーズ調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）桐生市全域 （単位）世帯 （属性）０歳（３３４人／７８８人），

１～２歳（３３３人／１５６５人），３～５歳（３３３人／２７７０人），６～８

歳（３３４人／３２７４人），９～１１歳（３３３人／３３１８人），１２～１５

歳（３３３人／３４９６人）の児童のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１５，２１１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）桐生市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２８日～１２月２０日 

 【調査事項】 １．基本的属性（年齢や家族構成等），２．保護者の就労状況と子育ての両立

支援にかかわること，３．子育て環境の実態について，４．保育の実態と対応に

ついて，５．子育ての相談，支援について，６．放課後児童クラブについて，７．

子どもの生活環境について 
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【調査名】 三郷市児童育成行動計画（後期計画）策定ニーズ調査 

【実施機関】 三郷市福祉部子ども支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，三郷市自動育成行動

計画の後期計画（平成２２から２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「集計結果報告書」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三郷市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３５０／５，１８７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月２０日現在 （系統）三

郷市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２０日～１２月１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）三郷市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６５０／７，８０６ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月２０日現在 （系統）三郷市

→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２０日～１２月１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 戸田市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 戸田市こども青少年部こども家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び市

ホームページにて公表（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０９０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）戸田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／５，７６６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）戸田

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２７日～１２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）戸田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，５３９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）戸田

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２７日～１２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 珠洲市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 珠洲市福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）珠洲市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）珠洲市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１２９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）珠洲市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）珠洲市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 各務原市次世代育成支援に係るアンケート調査 

【実施機関】 各務原市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 ３－一般世帯用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）広報紙及び市ホームページ

にて公表（平成２１年７月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４３８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）各務原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／１０，２０８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）各務原市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）各務原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３００／９，１４３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）各務原市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブ（学童保育）の利用状況及び

利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－一般世帯用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８１３０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）各務原市全域 （単位）世帯 （属性）一般家庭（４０歳以上） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／７２，４８０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）各務原市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月３１日 

 【調査事項】 １．子育て及び児童健全育成について地域・行政に対する希望等 
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【調査名】 広島市交通実態調査 

【実施機関】 広島市道路交通局道路交通企画課 

【目 的】 現況の交通実態を把握し、広島市都市・地域総合交通戦略策定の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－広島市交通実態調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）未定 （表章）市区町村 

【経費】 ２３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－広島市交通実態調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３１ 受理番号（旧）１０８１３１ 

 【調査対象】 （地域）広島市全域 （単位）個人 （属性）広島市の全世帯から無作為に抽

出した約６３、６００世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６３，６００／５０９，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月下旬から平成２

０年１２月中旬の平日の１日 （系統）広島市→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月３１日 

 【調査事項】 １．性別、年齢、職業、普通自動車免許の有無、自動車保有の有無、２．出発

地（建物の名称）・到着地（建物の名称），出発時刻・到着時刻，３．移動目的，

４．利用交通手段（利用した順序、乗車駅・降車駅），５．移動した回数 
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【調査名】 少子化・子育て環境現況把握のための県民意識調査 

【実施機関】 福島県保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育てや少子化に関する県民の意識やニーズの変化の状況や現在の子育て支援の環

境の実態を把握し，その要因の分析を行い，時期行動計画策定のための基礎資料を得

る。 

【調査の構成】 １－少子化・子育て環境現況把握のための県民意識調査 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）印刷物及び件ホームページにて公表（平

成２１年４月） （表章）都道府県 

【経費】 ２，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－少子化・子育て環境現況把握のための県民意識調査 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）福島県内一円 （単位）個人 （属性）福島県内に居住している２０

から４９歳までの男女 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９，０００／７１１，９２３ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）

福島県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日まで 

 【調査事項】 １．子どものいない人，（１）年齢・居住地・職業・親との同居の有無等の違

いによる生活スタイル，（２）結婚観，（３）家族観，（４）少子化に関する意識

等，２．子どものいる人，（１）年齢・居住地・職業・親との同居の有無等の違

いによる子育てに関する意識，（２）理想の子ども数，（３）実際の子ども数、（４）

少子化に関する意識等 
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【調査名】 千歳市子育て支援計画（後期計画）策定のためのアンケート調査 

【実施機関】 千歳市保健福祉部子育て推進課 

【目 的】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の状況

及び利用希望等 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，６００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）千歳市 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる世帯 

（抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，５８７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）千歳市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２７日 １２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）千歳市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，６６３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）千歳市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２７日～１２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 十和田市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 十和田市健康福祉部 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「次世代育成支援対策行動

支援計画書（後期）」内で公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，１００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）十和田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／３，１６０ （配布）郵送及び

保育園にて配布 （取集）郵送及び保育園にて取集 （記入）自計 （把握時）

調査日現在 （系統）十和田市→保育園→報告者，十和田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）十和田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／３，９２５ （配布）郵送及び

学校にて配布 （取集）郵送及び学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）十和田市→学校→報告者，十和田市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 船橋市次世代育成支援行動計画策定のためのニーズ調査 

【実施機関】 船橋市子育て支援部児童家庭課 

【目 的】 次世代育成支援対策推進法に基づき，平成２１年度に行う船橋市次世代育成支援行

動計画（後期計画）の策定にあたり，平成１７年に策定した「船橋市次世代育成支援

行動計画（ふなばし・あいプラン）」の成果を検証するとともに，サービス利用者の

意向及び生活実態並びにサービスの量的及び質的なニーズを把握し，船橋市次世代育

成支援行動計画（後期計画）の策定に資する。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学生用調査票 ３－中高生用調査票 ４－市

民男女用調査票 ５－事業所用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ５，１５５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）船橋市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（保護者） （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２３，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）船橋市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．子どもとその家族の状況，２．子どもの預け先，３．母親の出産前後の退

職状況，４．母親の就労意欲と就労希望，５．一時預かりの対応と今後の希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）船橋市全域 （単位）個人 （属性）小学校１～６年生（保護者）と

４～６年生の本人 （抽出枠）児童生徒数一覧 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３２０００ １０００／１５４

００ （配布）学校にて配布 （取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）

調査日現在 （系統）船橋市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．子どもとその家族の状況，２．子どもの預け先，３．母親の出産前後の退

職状況，４．母親の就労意欲と就労希望，５．一時預かりの対応と今後の希望等 
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※ 

【調査票名】 ３－中高生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）船橋市全域 （単位）個人 （属性）中高生 （抽出枠）児童生徒数

一覧 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／４，８００ （配布）学校にて

配布 （取集）学校にて配布 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

船橋市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．食事の状況，２．起床の状況，３．学校からの帰宅時間，４．学校のある

ときの睡眠時間，５．家事の手伝い，６．学校以外の自習時間等 

※ 

【調査票名】 ４－市民男女用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）船橋市全域 （単位）個人 （属性）市民男女（１８～６４歳） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２１０，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）船橋市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．子どもを生み育てることについて，２．勤務状態，３．勤務先の従業者数，

４．勤務先の仕事と子育ての両立の制度等 

※ 

【調査票名】 ５－事業所用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）船橋市全域 （単位）事業所 （属性）従業員１５人以上の事業所 （抽

出枠）商工会議所会員名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／３，４００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）船橋市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１４日 

 【調査事項】 １．事業所の業種及び組織，２．常時雇用の従業員，３．従業員の育児休業の

取得状況，４．就学前児童の子育て中の従業員，５．事務所の労務管理上の優先
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度等 
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【調査名】 滑川市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 滑川市産業民生部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホームページ

にて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ７２８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）滑川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／１，４８４ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）滑川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年０１月０９日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）滑川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／１，５９５ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）滑川市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年０１月０９日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 岐阜市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 岐阜市福祉部子ども家庭課 

【目 的】 子育て家庭及び２０歳代を対象とした生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育

成支援の後期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－２０歳代男女調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表（平

成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，２００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岐阜市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，８００／２１，９１２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岐阜市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１１日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岐阜市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，７００／２４，１５１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岐阜市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１１日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－２０歳代男女調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３７ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）岐阜市全域 （単位）個人 （属性）２０歳代成人男女 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／４４，１７８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岐阜市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１１日～２６日 

 【調査事項】 １．結婚に対する意識，２．子どもに対する意識，３．育児と仕事の関係での

女性の生き方についての考え方等 
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【調査名】 東大阪市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 東大阪市長福祉部こども家庭室こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童調査票 ２－小学校児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東大阪市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／２５，８５３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東大阪市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月上旬～中旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東大阪市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／２９，４７７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東大阪市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月上旬～１２月中旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 松山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 松山市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」，後期行

動計画の公表（平成２２年３月）にあわせ調査結果を公表 （表章）市区町村 

【経費】 １，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）松山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１７，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）松山市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１３９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）松山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１８，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）松山市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 豊後大野市次世代育成支援に係るニーズ調査  

【実施機関】 豊後大野市保健福祉部生活支援課、豊後大野市企画部企画調整課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」（平成２２

年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ９７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊後大野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，２９１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）豊後大野市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０４日～１８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）豊後大野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，３４６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）豊後大野市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０４日～１８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 つがる市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 つがる市福祉部福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学生児童用調査票 ３－中学生・高校生用調

査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 １，７４４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）つがる市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／１，３１５ （配布）保育所にて配

布 （取集）保育所にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

つがる市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０２日～１７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）つがる市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／１，６９３ （配布）学校にて配布 

（取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）つがる

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０２日～１７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生・高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８１４１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）つがる市全域 （単位）個人 （属性）中学生（１８０人／１０７５

人）・高校生（１２０人／１０８８人） （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１８０／１０７５ １２０／１０８８ （配

布）学校にて配布 （取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現

在 （系統）つがる市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０２日～１７日 

 【調査事項】 １．普段の生活について，２．お父さんお母さんについて、３．勉強や学校に

ついて 
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【調査名】 我孫子市次世代育成支援に係るニーズ調査  

【実施機関】 我孫子市健康福祉部福祉相談課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び市

ホームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，８９５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）我孫子市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，４７２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）我孫子市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２８日～１２月０８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）我孫子市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，４４７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）我孫子市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２８日～１２月０８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 さいたま市次世代育成支援対策後期行動計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 さいたま市子ども未来部子育て企画課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－未就学児童の保護者用アンケート調査票 ２－就学児童の保護者用アンケ

ート調査票 ３－小学校高学年・中学生・高校生アンケート調査票 ４－青年（１

８～２４歳）調査票 ５－ひとり親世帯アンケート調査票 ６－妊婦調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－未就学児童の保護者用アンケート調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）さいたま市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／６０，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）さいたま市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．保育サービスなどの利用状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童の保護者用アンケート調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）さいたま市全域 （単位）世帯 （属性）小学１～４年生のいる世帯 

（抽出枠）小学校のクラス名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／３０，０００ （配布）学校に

て配布 （取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

さいたま市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月０９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．学童保育などの利用状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ３－小学校高学年・中学生・高校生アンケート調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８１４３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）さいたま市全域 （単位）個人 （属性）小学校５・６年生（６００

人／２００００人），中学生（９００人／３００００人），高校生（６００人／４

０００人） （抽出枠）小・中・高校のクラス名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／５４，０００ （配布）学校に

て配布 （取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

さいたま市→小学校・中学校・高校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月０９日 

 【調査事項】 １．本人・家族の状況，２．放課後・休日の過ごし方及び友人関係等 

※ 

【調査票名】 ４－青年（１８～２４歳）調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）さいたま市全域 （単位）個人 （属性）１８～２４歳の青年 （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／９０，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）さいたま市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月０９日 

 【調査事項】 １．本人・家族の状況，２．就業の状況，３．休日の過ごし方及び友人関係等 

※ 

【調査票名】 ５－ひとり親世帯アンケート調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）さいたま市全域 （単位）世帯 （属性）ひとり親世帯 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／７，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）さいたま市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月０９日 

 【調査事項】 １．世帯主及び世帯の状況，２．就業の状況及び就労希望，３．生活実態等 

※ 

【調査票名】 ６－妊婦調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４３ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）さいたま市全域 （単位）個人 （属性）１２月の概ね１か月間に妊

娠届けを提出した妊婦 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）窓口にて配布 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）さいたま市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２１年０１

月０９日 

 【調査事項】 １．本人・家族の状況，２．妊娠中・出産後の不安，３．保険・医療への希望

等 
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【調査名】 秦野市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 秦野市こども健康部保育課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，８００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）秦野市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８５５／８，７６０ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）秦野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月５日～ 

 【調査事項】 １．子どもと家族の状況，２．保護者の就労状況，３．保育サービスの利用に

ついて，４．子どもの病時・病後児保育について，５．子どもの一時預かりにつ

いて，６．子どもの宿泊を伴う一時預かりについて，７．来年４月に小学校へ入

学予定の児童を持つ保護者に対して児童ホームを利用したいかどうか，８．ベビ

ーシッターの利用について，９．ファミリーサポートセンターの利用について，

１０．子育て支援サービスについて，１１．育児休業制度の利用について，１２．

子どもの妊娠・出産・育児について，１３．子どもの教育や保育について，１４．

次世代育成支援（子育て支援）のあり方について，１５．子育てに関する不安や

悩み等について， 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）秦野市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～４年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５４７／５，８５９ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）秦野市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月５日～ 

 【調査事項】 １．子どもと家族の状況，２．保護者の就労状況，３．児童ホームの利用につ
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いて，４．子どもの病時・病後児保育について，５．子どもの一時預かりについ

て，６．子どもの宿泊を伴う一時預かりについて，７．ベビーシッターの利用に

ついて，８．ファミリーサポートセンターの利用について，９．子どもの育児に

ついて，１０．次世代育成支援（子育て支援）のあり方について，１１．子育て

に関する不安や悩み等について 
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【調査名】 大津市次世代育成支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 大津市福祉子ども部福祉政策課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学生児童用調査票 ３－１３・１６歳用調査

票 ４－市民用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，９５８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大津市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，７１３／１９，０３６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．児童の保育の状況及び利

用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大津市全域 （単位）世帯 （属性）小学生児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８６０／２０，６６２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．放課後児童クラブの利用

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－１３・１６歳用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大津市全域 （単位）個人 （属性）１３・１６歳の青少年 （抽出
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枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６３２／６，９１２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～１９日 

 【調査事項】 青少年の生活実態や子育て観 

※ 

【調査票名】 ４－市民用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）大津市全域 （単位）個人 （属性）一般市民（１８～７４歳） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６３２／２４３，４１７ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～１９日 

 【調査事項】 市民の子育て観や子育て支援等の意向 
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【調査名】 つくみ子ども育成支援行動計画（後期）策定に関するニーズ調査 

【実施機関】 津久見市福祉事務所 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学校児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表（平

成２１年３月），「行動計画冊子」（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４８９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）津久見市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６１８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）津久見市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２８日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１９日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）津久見市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５０４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）津久見市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２８日～１２月１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 秋田市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 秋田市企画調整部男女共生・次世代育成支援室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査報告書」（平成２１年

３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，１０９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）秋田市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，２９２／１５，２６１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）秋田市→民間業者→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）秋田市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０７８／１７，２８４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）秋田市→民間業者→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～２８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 幸手市次世代育成支援行動計画（後期）実態調査 

【実施機関】 幸手市健康福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，２０７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）幸手市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／２，２４０ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）幸手市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）幸手市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／２，５６８ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）幸手市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 草加市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 草加市子ども未来部子ども政策課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０７０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）草加市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，２００／１３，７２３ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）草加市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１４９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）草加市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／１４，３８９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）草加市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０５日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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調査名】 柏市次世代育成支援行動計画に係るニーズ調査 

【実施機関】 柏市児童家庭部児童育成課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－独身者用調査票 ４－

小学生用調査票 ５－中学生用調査票 ６－高校生用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，９５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）柏市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる世

帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１６，４２６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）柏市→民間委託→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）柏市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１６，６９９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）柏市→民間委託→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１７日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－独身者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）柏市前期 （単位）個人 （属性）独身者（１８～４０歳）のいる世

帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５９，０４７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）柏市→民間委託→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１７日 

 【調査事項】 １．就労状況，２．地域との関わり，３．子育て観今日全般等 

※ 

【調査票名】 ４－小学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）柏市全域 （単位）個人 （属性）小学生（市内小学校の４／４１校） 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）－５１１，２４７／４１ （配布）学校にて配

布 （取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）柏

市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１７日 

 【調査事項】 １．朝食・歯磨き習慣，２．家族との関わり，３．相談場所について等 

※ 

【調査票名】 ５－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）柏市全域 （単位）個人 （属性）中学生（市内中学校の４／２２校） 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）－５１１，２４７／２２ （配布）学校にて配

布 （取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）柏

市→中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１７日 

 【調査事項】 １．家族・障害者との関わり，２．相談場所について等 

※ 

【調査票名】 ６－高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）柏市全域 （単位）個人 （属性）高校生（３／１４校） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）－５１１，２７８／１４ （配布）学校にて配
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布 （取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）柏

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１７日 

 【調査事項】 １．家族・障害者との関わり，２．将来の就労形態等 
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【調査名】 八千代市次世代育成支援行動計画後期計画策定に係るニーズ調査 

【実施機関】 八千代市子ども部元気子ども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，４９９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八千代市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，１００／１２，６０９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八千代市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八千代市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳及び学級編制表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９１７／５，９５０ （配布）学校にて配布 

（取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）八千代

市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 五泉市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 五泉市こども課子育て支援係 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）広報及び市ホームページに

て公表（平成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 ９００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）五泉市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９７４ （配布）調査員（母子保健推進員）及

び保育園・幼稚園にて配布 （取集）調査員（母子保健推進員）及び保育園・幼

稚園にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）五泉市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０８日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）五泉市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～３年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７７８ （配布）小学校にて配布 （取集）小学校

にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）五泉市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０８日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 安城市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 安城市保健福祉部子ども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－２０歳～３０歳成人用

調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，７６９千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）安城市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～５歳）の保護

者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１２，２９３ （配布）（行政

連絡員） （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）安城

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）安城市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

保護者 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１２，２６９ （配布）（行政

連絡員） （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）安城

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－２０歳～３０歳成人用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８１５３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）安城市全域 （単位）個人 （属性）２０歳から３０歳の成人 （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２７，２６５ （配布）（行政

連絡員） （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）安城

市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日～３１日 

 【調査事項】 結婚と子育てに関する意識調査 
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【調査名】 京都市ひとり親家庭実態調査 

【実施機関】 京都市保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

【目 的】 ひとり親家庭の生活実態や要望・意見等を把握し，母子家庭及び寡婦自立促進計画

（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－母子家庭用調査票 ２－父子世帯用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び市

ホームページにて公表（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－母子家庭用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京都市全域 （単位）世帯 （属性）２０歳未満の児童を養育する母

子世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，２００／１５，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）京都

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．母の就労，収入，３．住居の状況，４．児童の

養育の状況，５．養育費の状況，６．現在の母子施策について，７．子育て環境

全般等 

※ 

【調査票名】 ２－父子世帯用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京都市全域 （単位）世帯 （属性）２０歳未満の児童を養育する父

子世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）京都市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父の就労，収入，３．住居の状況，４．児童の

養育の状況，５．養育費の状況，６．現在の父子施策について，７．子育て環境

全般等 
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【調査名】 結婚と出産に関する意識調査 

【実施機関】 京都市保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

【目 的】 次世代育成支援の後期行動計画（平成２２～２６年度）策定に当たり，結婚と出産

に関する意識や実態を把握し，次代の親等に対する施策を検討する為の基礎資料を得

る。 

【調査の構成】 １－結婚と出産に関する意識調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（市ホー

ムページにて公表）（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－結婚と出産に関する意識調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京都市全域 （単位）個人 （属性）１８歳以上３５歳未満の男女 （抽

出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，５００／３２７，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）京都市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．世帯状況，２．少子化が社会に与える影響について，３．理想の子どもの

数，４．少子化対策として効果ある施策について，５．結婚生活・独身生活の利

点，６．結婚生活・独身生活の心配や不安，７．家庭や家族に関する考え方，８．

仕事と生活の調和のために企業等に期待すること，９．行政が実施することが望

ましい施策など 
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【調査名】 京都市子育て支援に関する市民ニーズ調査 

【実施機関】 京都市保健福祉局子育て支援部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（市ホー

ムページにて公表）（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京都市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，１００／６９，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）京都市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母以外の子どもの預かり状況，３．保育等サ

ービスの利用状況及び利用希望，４．病気や緊急時における保育等ニーズ，５．

一時預かりに関する保育等ニーズ，６．育児休業制度の利用状況，７．今後の就

労希望，８．子育て環境全般等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）京都市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，２００／７３，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）京都市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母以外の子どもの預かり状況，３．放課後児

童クラブの利用状況及び利用希望等，４．病気や緊急時における保育等ニーズ，

５．一時預かりに関する保育等ニーズ，６．育児休業制度の利用状況，７．今後

の就労希望，８．子育て環境全般等 
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【調査名】 笠岡市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 笠岡市市民部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童 ０～２歳児の母親用調査票 ２－就学前児童（３～５歳）保

護者用調査票 ３－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市広報及び市ホームページ

にて公表（平成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６６０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童 ０～２歳児の母親用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）笠岡市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（０～２歳児）の保

護者 （抽出枠）子育て支援課の母子健診管理台帳 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３７６／１，０９２ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査現在 （系統）笠岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１４日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．母の就労状況，就労希望，３．考えや意識，生

活について，４．就労している母親に対する質問，５．サービスの利用について，

６．ファミリーサポートセンターの利用について，７．地域子育て支援拠点事業

の利用実態及び利用希望について，８．子育てサービスの認知度・利用度につい

て，９．育児休業制度の利用について 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童（３～５歳）保護者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）笠岡市全域 （単位）個人 （属性）就学前児童（３～５歳）の保護

者（客体は，父母を半数ずつとする） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，０６７／１，１８０ （配布）保育園・幼

稚園にて配布 （取集）保育園・幼稚園の専用ボックスにて取集 （記入）自計 

（把握時）調査日現在 （系統）笠岡市→保育園・幼稚園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１４日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．考えや意識，

生活について，４．就労している母親に対する質問，５．保育サービスの利用に

ついて，６．サービスの利用について，７．子どもの病児・病後児保育について，
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８．一時預かりについて，９．宿泊を伴う一時預かりについて，１０．来年度就

学予定の子どもの保護者に対する質問，１１．ファミリーサポートセンターの利

用について，１２．地域子育て支援拠点事業の利用実態及び利用希望について，

１３．子育てサービスの認知度・利用度について，１４．育児休業制度の利用に

ついて 

※ 

【調査票名】 ３－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）笠岡市全域 （単位）個人 （属性）就学児童（小学１～３年生）の

保護者 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，３２５／１，３４６ （配布）小学校にて

配布 （取集）小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

笠岡市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１４日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用について，４．子どもの病児・病後の対応について，５．子どもの一

時預かりについて，６．子どもの宿泊を伴う一時預かりについて，７．ファミリ

ーサポートセンターの利用について 
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【調査名】 飯塚市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 飯塚市児童社会福祉部児童育成課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２１年５月） 

（表章）市区町村 

【経費】 １，９５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）飯塚市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５，１０６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）飯塚

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）飯塚市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５，２６１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）飯塚

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 霧島市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 霧島市保健福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４４４千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）霧島市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／７，５５８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）霧島市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１５９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）霧島市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／８，１６６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）霧島市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 平成２０年度医療と健康に関する県民意識調査 

【実施機関】 岩手県保健福祉部保健福祉企画室企画担当課 

【目 的】 岩手県民の保健医療（福祉）に関する実態や意識を把握し，「県民みんなで支

える岩手の地域医療プロジェクト推進事業」及び岩手県保健福祉計画（保健医療編）等に

基づく施策の企画，立案，評価に活用するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年度医療と健康に関する県民意識調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）ホームページにて公表（平

成２１年４月） （表章）都道府県 

【経費】 ２，６８８千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年度医療と健康に関する県民意識調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）岩手県全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の男女個人 （抽出

枠）各市町村の有する選挙人名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／１，１１０，２９７ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）岩手県→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月０５日～１９日 

 【調査事項】 県民保健医療及び福祉に関する実態や意識の把握に関する項目 
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【調査名】 五所川原市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 五所川原市福祉部家庭福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表（平

成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，４４５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）五所川原市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／２，１５０ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）五所川原市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月上旬から平成２０年１２

月２５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）五所川原市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／１，３５０ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）五所川原市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月上旬から平成２０年１２

月２５日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 男鹿市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 男鹿市市民福祉部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－妊婦用調査票 ２－就学前児童用調査票 ３－小学校児童用調査票 ４－

中学校生徒用調査票 ５－高校生年代用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ５９３千円 

※ 

【調査票名】 １－妊婦用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）男鹿市全域 （単位）世帯 （属性）妊婦のいる世帯 （抽出枠）母

子手帳交付名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３０／７６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）男鹿市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２９日～１２月０６日 

 【調査事項】 １．妊婦自身及び世帯の状況，２．妊娠中の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）男鹿市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５２０／１，１１９ （配布）郵送及び保育

所にて配布 （取集）郵送及び保育所にて取集 （記入）自計 （把握時）調査

日現在 （系統）男鹿市→報告者，男鹿市→保育所→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１９日～１２月０６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．児童の保育の状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ３－小学校児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）男鹿市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（１～６年生）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 
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 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６５０／１，３０３ （配布）小学校にて配

布 （取集）小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

男鹿市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１９日 １２月０６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．放課後児童クラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ４－中学校生徒用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）男鹿市全域 （単位）世帯 （属性）中学校生徒（１～３年生）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／８１３ （配布）中学校にて配布 （取

集）中学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）男鹿市→

中学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１９日～１２月０６日 

 【調査事項】 １．生徒及び世帯の状況，２．自学自習事業の利用状況及び希望等 

※ 

【調査票名】 ５－高校生年代用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）男鹿市全域 （単位）世帯 （属性）高校生年代（１～３年生）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／８９４ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）男鹿市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月１９日～１２月０６日 

 【調査事項】 １．子ども及び世帯の状況，２．就業希望状況及び要望等 
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【調査名】 次世代育成支援対策行動計画後期実施計画策定にかかるニーズ調査 

【実施機関】 水戸市保健福祉部子ども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－一般家庭用調査票 ４

－ヒアリング調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「行動計画冊子」及び市ホ

ームページにて公表（平成２２年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）水戸市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１４，３８９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）水戸市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２８日～１２月１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）水戸市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１５，３５２ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）水戸市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２８日～１２月１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－一般家庭用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 
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【受理番号】 受理番号（新）１０８１６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）水戸市全域 （単位）個人 （属性）１３歳～４９歳の市民 （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１２３，０６９ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）水戸市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２８日～１２月１５日 

 【調査事項】 １．世帯の状況，２．結婚・妊娠・出産・子育ての状況，３．少子化に関して

の意見等 

※ 

【調査票名】 ４－ヒアリング調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）水戸市全域 （単位）個人 （属性）乳幼児健診健診時の乳幼児の親 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３００／７０，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）水戸市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２８日～１２月１５日 

 【調査事項】 １．保護者及び子どもの状況，２．子育てについての悩みや不安の内容，３．

行政に対する希望等 
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【調査名】 那須烏山市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 那須烏山市こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（市ホー

ムページにて公表）（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）那須烏山市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）の

いる世帯 （抽出枠）園児名簿 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８５０／１，４８０ （配布）郵送又は幼稚園・

保育園にて配布 （取集）郵送又は幼稚園・保育園にて取集 （記入）自計 （把

握時）調査日現在 （系統）那須烏山市→幼稚園・保育園→報告者，那須烏山市

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）那須烏山市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）児童名簿 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５２０ （配布）郵送又は小学校にて配布 （取

集）郵送又は小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

那須烏山市→小学校→報告者，那須烏山市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１０日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 矢板市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 矢板市市民福祉部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）矢板市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７８４ （配布）郵送又は幼稚園・保育園にて

配布 （取集）郵送又は幼稚園・保育園にて取集 （記入）自計 （把握時）調

査日現在 （系統）矢板市→報告者，矢板市→幼稚園等→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０８日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）矢板市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，３７１ （配布）郵送又は小学校にて配布 （取

集）郵送又は小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

矢板市→報告者，矢板市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０８日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 第２次夢育て・たちかわ子ども２１プラン策定のための市民意向調

査 

【実施機関】 立川市子ども家庭部子育て推進課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童家庭用調査票 ２－小学校児童家庭用調査票 ３－中学生・高

校生世代家庭用調査票 ４－小学５年生本人用調査票 ５－中学生・高校生世代

本人用調査票 ６－ひとり親家庭用調査票 ７－２０～３０歳代の夫婦のみ家

庭用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び市

ホームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，１３７千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童家庭用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）立川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～６歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／９，１３５ （配布）郵送 （取

集）郵送にて取集又はＷｅｂにて回答 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）立川市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日まで 

 【調査事項】 １．子ども本人と家族（家族人数・保護者就労等）について，２．保育等の状

況，３．市子育て支援事業の利用状況，４．子どもの健康や安全，５．子育ての

悩みや地域との関わり，６．子育て支援事業への要望・意見，７．子どもの権利

条項 

※ 

【調査票名】 ２－小学校児童家庭用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）立川市全域 （単位）世帯 （属性）小学生（小学１～６年生）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／９，０８９ （配布）郵送 （取

集）郵送又はＷｅｂにて回答 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

立川市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日まで 
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 【調査事項】 １．子ども本人と家族（家族人数・保護者就労等）について，２．子どもの生

活の様子，３．市施設の利用状況，４．子どもの健康や安全，５．子育て・教育

の悩みや地域との関わり，６．子育て支援事業への要望・意見，７．子どもの権

利条項 

※ 

【調査票名】 ３－中学生・高校生世代家庭用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）立川市全域 （単位）世帯 （属性）中学生（６００人／４４５６人）・

高校生世代（６００人／４３６７人）のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６００／４４５６ ６００／４３６７ （配

布）郵送 （取集）郵送にて取集又はＷｅｂにて回答 （記入）自計 （把握時）

調査日現在 （系統）立川市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日まで 

 【調査事項】 １．子ども本人と家族（家族人数・保護者就労等）について，２．子どもの生

活の様子，３．市施設の利用状況，４．子どもの健康や安全，５．子育て・教育

の悩みや地域との関わり，６．子育て支援事業への要望・意見，７．子どもの権

利条項 

※ 

【調査票名】 ４－小学５年生本人用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）立川市全域 （単位）個人 （属性）小学５年生本人 （抽出枠）住

民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／１，５３１ （配布）郵送 （取集）

郵送にて取集又はＷｅｂにて回答 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）立川市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日まで 

 【調査事項】 １．子ども本人と家族について，２．毎日の生活（食事・過ごし方等），３．

市施設の利用状況，４．友人関係や悩み，５．将来の希望，６．子どもの権利条

項 

※ 

【調査票名】 ５－中学生・高校生世代本人用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）立川市全域 （単位）個人 （属性）中学２年生本人（２００人／１
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５０６人），高校２年生（含む相当年齢）本人（２００人／１５００人） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／１５０６ ２００／１５００ （配

布）郵送 （取集）郵送にて取集又はＷｅｂにて回答 （記入）自計 （把握時）

調査日現在 （系統）立川市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日まで 

 【調査事項】 １．子ども本人と家族について，２．毎日の生活（食事・過ごし方等），３．

市施設の利用状況，４．友人関係や悩み，５．将来の希望，６．結婚・出産・家

庭についての意識，７．子どもの権利条項 

※ 

【調査票名】 ６－ひとり親家庭用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）立川市全域 （単位）世帯 （属性）ひとり親世帯 （抽出枠）立川

市福祉総合システム 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／１，８９９ （配布）郵送 （取集）

郵送にて取集又はＷｅｂにて回答 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）立川市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日まで 

 【調査事項】 １．家族（家族人数・保護者就労等）について，２．世帯の経済的状況・住居

状況，３．子ども本人の状況（保育・就学等），４．ひとり親家庭対象事業の利

用状況，５．子育ての悩みや地域との関わり，６．子育て支援事業・ひとり親家

庭対象事業への要望・意見 

※ 

【調査票名】 ７－２０～３０歳代の夫婦のみ家庭用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）立川市全域 （単位）世帯 （属性）２０～３０歳代の夫婦のみ世帯 

（抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／６４４ （配布）郵送 （取集）郵

送にて取集又はＷｅｂにて回答 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

立川市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日まで 

 【調査事項】 １．夫婦について（就労状況・結婚年齢・結婚持続期間等），２．結婚・出産・

家庭についての意識，３．妊娠・出産に係る健康，４．親や地域との関わり，５．

少子社会と子育て環境，６．その他要望・意見 
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【調査名】 茅ヶ崎市次世代育成支援に関するアンケート調査 

【実施機関】 茅ヶ崎市保健福祉部子育て支援課 

【目 的】 就学前児童（０～５歳）のいる世帯 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表（平

成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）茅ヶ崎市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１２，６８４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）茅ヶ崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望，４．次世代育成支援にあり方等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）茅ヶ崎市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１３，４５０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）茅ヶ崎市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２４日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童クラブの

利用状況及び利用希望，４．次世代育成支援のあり方等 
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【調査名】 小浜市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 小浜市福祉環境部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページ及び市広報

等にて公表（平成２１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ７９８千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８８６ （配布）調査員が保育園等を通じて配布 （取

集）調査員が保育園等を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）小浜市→保育園・幼稚園→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月上旬～下旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）小浜市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３６３ （配布）調査員が小学校を通じて配布 

（取集）調査員が小学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）小浜市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月上旬～下旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 甲斐市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 甲斐市福祉保健部子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）市ホームページにて公表（平

成２１年６月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）甲斐市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／５，００１ （配布）郵送又は

保育所等にて配布 （取集）郵送又は保育所等にて取集 （記入）自計 （把握

時）調査日現在 （系統）甲斐市→保育所等→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．児童の保育の状況等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１６９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）甲斐市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，４８１ （配布）小学校に

て配布 （取集）小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）甲斐市→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１９日まで 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，３．学童保育の利用状況等 
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【調査名】 平成２０年度静岡市女性の労働実態調査 

【実施機関】 静岡市生活文化局市民生活部男女共同参画課 

【目 的】 雇用機会均等法遵守の観点や，ワーク・ライフ・バランス実現のため，女性の労働

実態を調査し，改善策を探るための基礎数値とする。 

【調査の構成】 １－平成２０年度静岡市女性の労働実態調査票（事業所用） ２－平成２０年

度静岡市女性の労働実態調査票（従業員用） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及び市

ホームページにて公表（平成２１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，０３７千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年度静岡市女性の労働実態調査票（事業所用） 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）静岡市内の区域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類のうち，

鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，情

報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，小売業，金融業，保険業，不動産業，物品

賃貸業，学術研究，専門・技術サービス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連

サービス業，娯楽業，教育，学習支援業，医療，福祉，複合サービス事業（郵便

局，協同組合）サービス業（他に分類されないもの）を営む従業員３０人以上の

事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査事業所名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）－５８４，３４９ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）静岡市→民間事業者→

調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）行動計画期間内 （実施期日）平成２１年０１月０１日～２８日 

 【調査事項】 １．事業所について，２．従業員について，３．管理職について，４．教育訓

練について，５．福利厚生について，６．セクシュアル・ハラスメントについて，

７．女性の活用について，８．女性パートタイマーについて，９．女性社員に対

する職場の雰囲気について，１０．ワーク・ライフ・バランスについて，１１．

意見等自由記入 

※ 

【調査票名】 ２－平成２０年度静岡市女性の労働実態調査票（従業員用） 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）静岡市内の区域 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類のうち，

鉱業，採石業，砂利採取業，建設業，製造業，電気・ガス・熱供給・水道業，情

報通信業，運輸業，郵便業，卸売業，小売業，金融業，保険業，不動産業，物品
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賃貸業，学術研究，専門・技術サービス業，宿泊業，飲食サービス業，生活関連

サービス業，娯楽業，教育，学習支援業，医療，福祉，複合サービス業（郵便局，

協同組合），サービス業（他に分類されないもの）を営む従業員３０人以上の事

業所で働く従業員 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査事業所名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／４０，３７０ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）静岡市→民間

事業者→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）行動計画期間内 （実施期日）平成２１年０１月０１日～０２月２

８日 

 【調査事項】 １．本人について，２．労働時間について，３．有給休暇について，４．育児

休業制度と介護休業制度，５．管理職について，６．教育訓練について，７．上

司の性別について，８．セクシュアル・ハラスメントについて，９．働く理由，

１０．仕事を選ぶ基準，１１．悩みや不安，１２．女性の就業，１３．正規従業

員について，１４．パートタイマーについて，１５．ワーク・ライフ・バランス

について，１６．意見等自由記入 
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【調査名】 加古川市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 加古川市福祉部こども支援局こども課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」及び市

ホームページにて公表（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，３４０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）加古川市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４９５／１１，９６１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）加古

川市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２５日～１２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７１ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）加古川市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５５１／１２，４０９ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１１月１日現在 （系統）加古

川市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２５日～１２月１０日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 五條市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 五條市健康福祉部児童福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（市ホー

ムページにて公表）（平成２１年１０月） （表章）市区町村 

【経費】 １，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）五條市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９７７／１，１０８ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）五條市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１１月２５日～２１年０１月２

３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７２ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）五條市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８１７／１，４５１ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）五條市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２５日～２１年０１月２

３日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 東温市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 東温市保健福祉部社会福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

２年３月） （表章）市区町村 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東温市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７７６／２，１１１ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東温市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東温市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７２４／１，９６３ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東温市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 朝倉市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 朝倉市保健福祉部福祉事務所 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－朝倉市次世代育成支援にかかるニーズ調査（就学前児童用調査票） ２－

朝倉市次世代育成支援にかかるニーズ調査（就学児童用調査票） ３－朝倉市次

世代育成支援にかかる実態調査（市内事業者用調査票） 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ６３０千円 

※ 

【調査票名】 １－朝倉市次世代育成支援にかかるニーズ調査（就学前児童用調査票） 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）朝倉市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）保育所・小学校統計資料等 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，４８１／３，１５９ （配布）幼稚園等に

て配布 （取集）幼稚園等にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）朝倉市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－朝倉市次世代育成支援にかかるニーズ調査（就学児童用調査票） 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）朝倉市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）保育所・小学校統計資料等 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５１７／３，２６６ （配布）小学校にて配布 

（取集）郵送及び小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）朝倉市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－朝倉市次世代育成支援にかかる実態調査（市内事業者用調査票） 
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【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）朝倉市全域 （単位）事業所 （属性）朝倉市に本社のある従業員１

０１人以上の全事業所 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２／２２ （配布）調査員 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）朝倉市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～１９日 

 【調査事項】 １．回答事業者の概要，２．産休に対する制度と取得状況，３．育児休業に関

する制度と社員の取得状況，４．子育て中の男性従業員が育児休業等をしやすい

ようにしている取り組み，５．勤務時間の短縮やフレックスタイムなどの就労時

間に関する措置制度の実施と利用の状況，６．託児施設などの設置状況，７．子

育て家庭に対する社宅への優先入居などの制度の実施について 
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【調査名】 鹿嶋市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 鹿嶋市市民福祉部こども福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，３１０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鹿嶋市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／５，２４６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鹿嶋市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０８日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鹿嶋市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３，２７７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鹿嶋市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０８日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 熊谷市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 熊谷市福祉こども課、熊谷市総務部庶務課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ２，８３５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熊谷市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／８，４２７ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）熊谷

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１１日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）熊谷市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／８，７８６ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）熊谷

市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１１日～２６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 鶴ヶ島市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 鶴ヶ島市健康福祉部こども支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－未就学児のいる家庭むけアンケート票 ２－就学児童のいる家庭むけアン

ケート票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２

１年５月） （表章）市区町村 

【経費】 １，３００千円 

※ 

【調査票名】 １－未就学児のいる家庭むけアンケート票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鶴ヶ島市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０から５歳）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４，２８８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鶴ヶ島市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０９日～１６日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童のいる家庭むけアンケート票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７７ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鶴ヶ島市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９９７／３，９６９ （配布）学校を通じて

配布 （取集）学校を通じて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）鶴ヶ島市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０９日～１９日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 日高市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 日高市健康福祉部子ども福祉課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（冊子及

び市ホームページにおいて公表）（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，０５０千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）日高市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／２，４６１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）日高市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７８ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）日高市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，３０１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）日高市→民間委託→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０１日～２２日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 八女市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 八女市男女共同参画・子育て支援課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－小学生児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（市ホー

ムページにて公表）（平成２１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 ８１２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八女市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，６６６ （配布）郵送又は

保育所等で配布 （取集）郵送又は保育所等で取集 （記入）自計 （把握時）

調査日現在 （系統）八女市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０８日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－小学生児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１７９ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）八女市全域 （単位）世帯 （属性）小学校児童（１～６年生）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／２，１０５ （配布）小学校に

て配布 （取集）小学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系

統）八女市→民間委託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０８日～３１日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 鳥栖市次世代育成支援に関するニーズ調査 

【実施機関】 鳥栖市こども育成課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鳥栖市内全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７５０／５，１００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鳥栖市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月中旬～平成２１年１月中

旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８０ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）鳥栖市内全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７５０／４，４８７ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）鳥栖市→民間委託→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月中旬～平成２１年１月中

旬 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 ＰＣＢ含有電気機器保有状況調査 

【実施機関】 北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策室 

【目 的】 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第７条第１

項に定める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」改正に資するため 

【調査の構成】 １－ＰＣＢ含有電気機器保有状況調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）未定 （表章）市区町村 

【経費】 ２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－ＰＣＢ含有電気機器保有状況調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８１ 受理番号（旧）１０８１８１ 

 【調査対象】 （地域）北九州市内全域 （単位）事業所 （属性）従業員規模１０人以上の

事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査調査区別民営事業所漢字リ

スト 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８，９００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査日現在 （系統）北九州市→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０１月１５日 

 【調査事項】 １．ＰＣＢ含有機器の有無、２．担当窓口、３．保管及び使用中ＰＣＢ含有機

器の状況（保管中・使用中の別、使用機器の種類、台数、総重量、使用中止時期

又は処分時期） 
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【調査名】 地理空間情報活用推進に関する実態調査 

【実施機関】 国土交通省国土地理院企画部地理空間情報企画室 

【目 的】 「地理空間情報活用推進基本計画」における国と地方公共団体が連携した基盤地図

情報の整備・更新・提供を推進するための資料を得る。 

【調査の構成】 １－地理空間情報活用推進に関する実態調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／民間委託／機械集計 （公表）調査実施年度末に国土地理

院ＨＰに掲載 （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－地理空間情報活用推進に関する実態調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８２ 受理番号（旧）１０８１８２ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）測量法第５条に規定する公共測量

を行う測量計画機関である都道府県・市町村・特別区 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８５６ （配布）郵送・オンライン （取集）

オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）国

土地理院→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月 

 【調査事項】 １．地理空間情報活用推進基本法」について、（１）認知の状況、（２）関心の

有無、２．地理空間情報活用推進基本計画について、（１）地理空間情報活用推

進基本計画及び関連資料の保管状況について、（２）認知の状況、（３）関心の有

無、（４）中核組織の必要性の有無、３．地理空間情報と基盤地図情報について、

（１）地理空間情報の認知の状況、（２）基盤地図情報の認知の状況、（３）基盤

地図情報利用に関する関心の有無、（４）基盤地図情報利用の努力規定に関する

認知の状況、（５）基盤地図情報のインターネット提供の認知の状況、（６）非線

引区域に係る基盤地図情報整備の有用性、４．地理空間情報における個人情報保

護等について、（１）地理空間情報に関する個人情報保護のルールの有無、（２）

地理空間情報の個人情報保護に関するガイドラインの必要性の有無、（３）地理

空間情報の個人情報保護に関する取扱いの状況、（４）地理空間情報に関する知

的財産権の取扱いルールの有無、（５）地理空間情報の知的財産権に関するガイ

ドラインの必要性、（６）地理空間情報の知的財産権に関する取扱いの状況、（７）

基盤地図情報に対する意見 
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【調査名】 真岡市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 真岡市保健福祉部児童家庭課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－中学生用調査票 ４－

高校生用調査票 ５－妊婦用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６７２千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）真岡市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童のいる世帯 （抽出

枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／４，５１９ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）真岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０４日～１８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）真岡市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小１～６年生）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７２０／３，８１６ （配布）学校にて配布 

（取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）真岡市

→小学校→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０４日～１８日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ３－中学生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８３ 受理番号（旧） 
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 【調査対象】 （地域）真岡市全域 （単位）世帯 （属性）中学生（中１～中３年生） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１８０／１，８８２ （配布）学校にて配布 

（取集）学校にて取集 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）真岡市→中学校→報告

者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０４日～１８日 

 【調査事項】 １．生活の状況，２．悩みや薬物について等 

※ 

【調査票名】 ４－高校生用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）真岡市全域 （単位）世帯 （属性）高校生のいる世帯 （抽出枠）

住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１８０／１，８９２ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）真岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０４日～１８日 

 【調査事項】 １．生活の状況，２．悩みや薬物について等 

※ 

【調査票名】 ５－妊婦用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８３ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）真岡市全域 （単位）世帯 （属性）母子手帳の交付を受けた妊婦の

いる世帯 （抽出枠）妊婦台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１２０／５００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）真岡市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月０４日～１８日 

 【調査事項】 １．子どもの希望人数，２．出産への悩み等 
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【調査名】 宮津市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 宮津市福祉室 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２１年１０月） 

（表章）市区町村 

【経費】 １００千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宮津市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のいる

世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５９５ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）宮津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～平成２１年０１

月１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．児童の保育の

状況及び利用希望等 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８４ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）宮津市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）の

いる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５７６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査日現在 （系統）宮津市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１５日～平成２１年０１

月１５日 

 【調査事項】 １．児童及び世帯の状況，２．父母の就労状況，就労希望，３．放課後児童ク

ラブの利用状況及び利用希望等 
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【調査名】 姫路市地域福祉計画改定のための市民意向調査 

【実施機関】 姫路市健康福祉局保健福祉推進室 

【目 的】 平成１７年３月に策定した地域福祉計画について，平成２１年度末で計画期間の前

期５か年が経過することにより，社会情勢や財政状況の変化に対応させるため，計画

の中間見直しを行う必要があり，本調査はそのための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－姫路市地域福祉計画改定のための市民意向調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年４月） （表章）市区町村 

【経費】 ４，７７０千円 

※ 

【調査票名】 １－姫路市地域福祉計画改定のための市民意向調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８５ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）姫路市内全域 （単位）個人 （属性）１８歳以上の市民 （抽出枠）

住民基本台帳及び外国人登録原票 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／４３４，８８５ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）姫路市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月１２日～２６日 

 【調査事項】 １．地域での活動状況，２．福祉サービスの利用状況，３．今後の福祉のあり

方等 
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【調査名】 東広島市次世代育成支援に係るニーズ調査 

【実施機関】 東広島市福祉部児童福祉課、東広島市企画部市政情報課 

【目 的】 子育て支援に関する市民の生活実態や要望・意見等を把握し，次世代育成支援の後

期行動計画（平成２２～２６年度）を策定する為の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－就学前児童用調査票 ２－就学児童用調査票 ３－未成年者用調査票 ４

－若年者用調査票 ５－妊婦用調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果の概要」（平成２

１年８月） （表章）市区町村 

【経費】 ３，２５５千円 

※ 

【調査票名】 １－就学前児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東広島市全域 （単位）世帯 （属性）就学前児童（０～５歳）のい

る世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，５００／８，０５０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東広島市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．保育サービスの利用と今後の利用意向について，２．病気時の対応につい

て，３．いきいきこどもクラブの利用状況・利用希望について，４．一時預かり

等の保育サービスについて，５．子育て支援センター等の利用状況・利用希望に

ついて，６．子育て支援サービスの認知度・満足度について，７．子育て全般に

ついて，８．健康・医療・保険について，９．子育てに対する意識について，１

０．子育て環境について，１１．子育てと仕事の両立について，１２．子どもの

権利について 

※ 

【調査票名】 ２－就学児童用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東広島市全域 （単位）世帯 （属性）就学児童（小学１～６年生）

のいる世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，８００／９，２００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東広島市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 
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 【調査事項】 １．いきいきこどもクラブの利用状況・利用希望について，２．一時預かり等

の保育サービスについて，３．子育て支援サービスの認知度・満足度について，

４．子育て全般について，５．普段の生活について，６．子育てに対する意識に

ついて，７．子育て環境について，８．子育てと仕事の両立について，９．子ど

もの権利について 

※ 

【調査票名】 ３－未成年者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東広島市全域 （単位）個人 （属性）未成年者（１２歳から１８歳） 

（抽出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／１３，５４１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東広島市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．日常生活について，２．学校生活について，３．地域について，４．子ど

もに対する考えや子育て意識について，５．将来の考えについて（２～５は学生

のみ） 

※ 

【調査票名】 ４－若年者用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東広島市全域 （単位）個人 （属性）若年者（１８歳～２５歳） （抽

出枠）住民基本台帳 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／１６，８４８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）東広島市→民間委託

→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．少子化問題について，２．結婚や子育てに対する考えについて，３．仕事

と家庭生活の両立について，４．地域での子育てについて 

※ 

【調査票名】 ５－妊婦用調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２８日 

【受理番号】 受理番号（新）１０８１８６ 受理番号（旧） 

 【調査対象】 （地域）東広島市全域 （単位）個人 （属性）母親学級等参加者 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１００／２，０００ （配布）調査員 （取
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集）調査員 （記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）東広島市→民間委

託→報告者 

 【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２０年１２月２２日まで 

 【調査事項】 １．出産や親になることへの思い，２．妊娠中の相談体制，情報提供体制につ

いて，３．仕事と子育ての両立について，４．行政が行っているさまざまな子育

て支援施策について，５．地域での子育て支援の取り組みについて 
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(2)  変更 

【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 長崎県土木部まちづくり推進局住宅課 

【目 的】 国の調査と合わせ、県独自の拡大調査を実施し、地域の実情に合わせた住宅政策を

展開していく上での基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年３月 （表章）都道府県 

【経費】 ８，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年０９月２９日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０６８ 受理番号（旧）２０３０９３ 

 【調査対象】 （地域）長崎県全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査

の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０

年住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，４８８／５５０，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）長崎県→指導員（県地方機関・市町職員）→調査員（市町職員・民間）→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月３

１日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する
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希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 京都市都市計画局住宅室住宅政策課 

【目 的】 住生活基本法の制定を踏まえた住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する

うえで必要となる市内の基礎資料を得るために、居住環境を含めた住生活全般に関す

る実態や居住者の意向・満足度等を総合的に調査する。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（速報）

平成２１年８月、「調査結果報告書」（確報）平成２２年春に公表 （表章）市区

町村 

【経費】 １５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月０３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０６９ 受理番号（旧）２０３１００ 

 【調査対象】 （地域）京都市内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調

査の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２

０年住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／６７０，４８７ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）京都市→民間調査機関→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月１

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する
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希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 宮崎県県土整備部建築住宅課 

【目 的】 住宅及び住環境に対する評価、住宅建設又は住み替え・改善の意向等住宅に関する

需要動向を把握し、今後の住宅政策の展開を図る上での基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（速報値）

平成２１年夏、「調査結果報告書」平成２２年春に公表 （表章）都道府県 

【経費】 ２４，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月１４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７０ 受理番号（旧）２０３１０８ 

 【調査対象】 （地域）県下全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，４００／４４６，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）宮崎県→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月１

５日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額、１１．高齢期の住まい方に関する事項、（１）三世代同居について、

（２）保有資産の活用方法、（３）現在の住まいに対する評価（高齢期、体が不

自由になったときなど）、（４）高齢期、体が不自由になったときの住宅の問題点

解決のための相談相手、１２、地震対策に関する事項、（１）阪神淡路大震災に

おける昭和５６年以前の建物の被害、（２）住宅の安全性、（３）安全でないと考

えられる要素、（４）耐震判断、（５）耐震判断を受けたいと思わない理由、（６）

耐震性の改善、（７）耐震に関する相談相手、（８）耐震性の改善にかけられる費

用 
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【調査名】 平成２０年山梨県住生活総合調査 

【実施機関】 山梨県県土整備部住宅課 

【目 的】 県内全域の普通世帯を対象に、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者

の意向・満足度を総合的に調査し、今後の住宅施策の推進に必要な基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２０年山梨県住生活総合調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「平成２１年報告書」とし

て公表 （表章）都道府県 

【経費】 ５，９００千円 

※  

【調査票名】 １－平成２０年山梨県住生活総合調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月１６日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７１ 受理番号（旧）２０３０８８ 

 【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，７００／３２７，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）山梨県→市町村→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護
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等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 新潟県土木部都市局都市政策課 

【目 的】 県内の普通世帯を対象に住宅及びそのまわりの住環境に対する評価、住宅改善計画

等を把握し、今後の住生活政策の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年秋 （表章）都道府県 

【経費】 ２０，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７２ 受理番号（旧）２０３０７９ 

 【調査対象】 （地域）新潟県下全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調

査の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２

０年住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，０００／９８０，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）新潟県→市町村（市町村より委任を受けた者）→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 栃木県県土整備部住宅課 

【目 的】 県民の住生活の安定・向上にかかる総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資

料を得るため、国土交通省住宅局が実施する平成２０年住生活総合調査に併せ標本数

を拡大し実施する。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２２年８月 （表

章） 

【経費】 １１，５５５千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７３ 受理番号（旧）２０３０７７ 

 【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，２００／７０１，４９５ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）併用 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）栃木県→市町→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護
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等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 - 174 -

【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 福井県土木部建築住宅課 

【目 的】 本県の住環境の向上・安定を図る政策の基礎資料とするため、県独自の調査事項（空

家に関する事項）を追加すると供に、調査対象数を拡大する。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」ＨＰ上

にて平成２２年夏公表 （表章）都道府県 

【経費】 ６，１１２千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７４ 受理番号（旧）２０３０８７ 

 【調査対象】 （地域）県下全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，６００／２７０，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）福井県→市町村→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月１

５日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額、１１．空き家に関する事項、（１）空き家の所有、（２）空き家活用に

ついての意思、（３）空き家の市場化の状況 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査（拡大調査） 

【実施機関】 滋賀県土木交通部住宅課 

【目 的】 県域および各地域ごとの特性や居住ニーズを把握し、的確な施策の展開を図ってい

くために必要となる基礎資料を得て、企画立案や評価に活かす。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年夏公表 （表章）都道府県 

【経費】 １０，０５７千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７５ 受理番号（旧）２０３０８０ 

 【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，７４４／４７７，６４５ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）滋賀県→市町→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月１５日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、
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（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 東京都都市整備局住宅政策推進部住宅政策課 

【目 的】 分譲マンション、中古住宅の購入、住宅のリフォーム、住宅の省エネルギー（省エ

ネ）化、住宅の耐震化についての意識等を把握することにより、今後の施策の推進に

必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年夏、ＨＰでも公表 （表章） 

【経費】 １９，３５３千円 

※  

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７６ 受理番号（旧）２０３１１３ 

 【調査対象】 （地域）都内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，７００／５，４００，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 

（系統）東京都都市整備局→民間調査機関→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月３

１日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護
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等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 明石市都市整備部建築室住宅課 

【目 的】 住生活基本法の制定を踏まえた住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する

上で必要となる基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「明石市住宅マスタープラ

ン」（平成２１年度以降改定予定）により公表 （表章）市区町村 

【経費】 ２，８３３千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７７ 受理番号（旧）１０３１４３ 

 【調査対象】 （地域）市内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８６４／１１６，１０２ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）明

石市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額、１１．高齢期の住環境に関する事項、１２．住宅の維持管理に関する

事項 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 茨城県土木部都市局住宅課 

【目 的】 住生活基本法の制定を踏まえた住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する

上で必要となる基礎資料を得るために、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や

居住者の意向・満足度等を総合的に調査する。住宅や世帯の実態を把握する住宅・土

地統計調査と同一客体を対象とし、調査のデータをリンケージして集計・分析するこ

とにより、両調査のデータの有効活用を図り、今後の施策の推進に必要な基礎資料を

得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２１年度末 （表

章） 

【経費】 ６，６２８千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７８ 受理番号（旧）２０３０７６ 

 【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内に在する住宅

のうち、住宅・土地統計調査の対象となった住宅について、等間隔に近くなるよ

う８戸の住宅を抽出。当該住宅に常住する普通世帯に対して調査 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，２１６／１，０２４，０６４ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 

（系統）茨城県→市町村（調査員） 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の居住状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の



 - 183 -

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親との住まい方、（１）子の有無、（２）子

との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、（５）

親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環境等、

（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有無等、

（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住宅の

立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウス、（２）セカンド

ハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定者等の有無、（２）要介護

度等、１０．世帯の住居費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローンの返

済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修繕積

立金、（６）借地料、（７）住居費負担についての評価、（８）所有する全ての不

動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残高の

総額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 - 184 -

【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 神戸市都市計画総局住宅部住宅政策課 

【目 的】 神戸市民の居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等を

総合的に把握することにより、今後の住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進

する上で必要となる基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年春 （表章）市区町村 

【経費】 １２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０７９ 受理番号（旧）２０３１０３ 

 【調査対象】 （地域）市内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，１００／６３９，４８０ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）神戸市→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護
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等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額、１１．高齢期の住環境に関する事項、（１）高齢期において重要な点、

１２．住宅の維持管理に関する事項、（１）維持管理の考え方、（２）定期点検の

実施の有無等、（３）維持管理の相談先、（４）住宅に関する書類の保管内容 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課 

【目 的】 県民の居住の意向・満足度等を総合的に調査し、住生活の安定・向上に係る総合的

な施策を推進する上で必要となる基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」ＨＰに

て平成２２年３月公表 （表章）都道府県 

【経費】 ５，５８７千円 

※  

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８０ 受理番号（旧）２０３１０２ 

 【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／２，１２８，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 

（系統）兵庫県→市町→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）住居費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額、１１．高齢期の住環境に関する事項、１２．住宅の維持管理に関する

事項 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 高知県土木部住宅課 

【目 的】 居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等を総合的に調

査することにより、住生活基本法の制定を踏まえた住生活の安定・向上に係る総合的

な施策を推進する上で必要となる基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２２年３月 （表

章）都道府県 

【経費】 １６９千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２４日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８１ 受理番号（旧）２０３１０６ 

 【調査対象】 （地域）高知県全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査

の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０

年住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８４８／３２０，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）高

知県→市町村→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．高齢者に対応した住まい方に関する事項、（１）高齢者向け返済特例制度

の認知度、（２）高齢者向け返済特例制度の利用の意向、（３）高齢者向け返済特

例制度の利用条件、（４）高齢者向け返済特例制度の利用の意向がない理由、（５）

高齢者向け改善における相談先、（６）高齢者向け改善における公的支援制度の

利用、（７）高齢者向け改善に必要な施策、２．子育て期の住まい方に関する事

項、（１）子育て期の住宅の種類、（２）子育て期の住宅の立地条件、（３）子育

て期の住宅まわりの環境、３．民間賃貸住宅への入居の円滑化に関する事項、（１）

民間賃貸住宅への入居の円滑化に関する相談先、（２）民間賃貸住宅への入居の

円滑化を図る公的支援制度の利用、（３）民間賃貸住宅への入居の円滑化に必要

な施策、４．住まいの地震対策に関する事項、（１）地震に対する不安、（２）住

宅の地震対策の内容、（３）避難場所の認知、（４）避難路の認知、（５）避難路

における危険箇所の認知、（６）津波浸水予想地域の認知、（７）津波非難場所ま

での経路の認知 

 

 



 - 189 -

【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 福岡市住宅都市局住宅政策部住宅政策課 

【目 的】 住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要

となる基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

１年８月以降公表 （表章）市区町村 

【経費】 ２０，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８２ 受理番号（旧）２０３０８３ 

 【調査対象】 （地域）福岡市全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査

の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）平成１７年国勢調査

の調査区の中から約１／５で抽出された平成２０年住宅・土地統計調査の調査区

（約２，２００調査区）のうち、ロングホーム（住宅・土地統計調査調査票（乙））

の対象に該当していない調査区の中から、約１，０００調査区を抽出する。調査

世帯は調査単位区（約５０世帯）ごとに住宅・土地統計調査で抽出（約１／３）

された調査対象世帯から、約１／２の世帯（約８世帯）を抽出する。 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，０００／６８４，３９２ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）福岡市→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の
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うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額、１１．住宅の選定に関する事項、（１）住宅の場所等の選定基準、（２）

住宅選定について重視事項、１２．高齢社会に向けた住宅に関する事項、（１）

高齢者住宅の評価、（２）高齢者住宅への改善意向、１３．環境社会に向けた住

宅に関する事項、（１）環境に優しい住宅への関心の有無、（２）関心のある点、

１４．単身者世帯に関する事項、（１）単身赴任者等の状況、１５．住宅の耐震

化に関する事項、１６．コミュニティ活動・近所づきあいに関する事項、１７．

まちづくりのルールに関する事項、１８．共同住宅のルールに関する事項、１９．

分譲マンションに関する事項 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 山口県土木建築部住宅課 

【目 的】 県内の普通世帯の住宅及びその周囲の住環境に関する評価、住宅改善の有無と内容

等を把握することにより、今後の住宅政策の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年３月 （表章）都道府県 

【経費】 ８，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８３ 受理番号（旧）２０３０８２ 

 【調査対象】 （地域）県下全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４３１／５８６，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）山口県→市町村『統計調査員）→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月２

６日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 福岡県建築都市部住宅計画課 

【目 的】 住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を得る

ために、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等を総合

的に調査する。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年３月 （表章）都道府県 

【経費】 ８，２７４千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８４ 受理番号（旧）２０３０９２ 

 【調査対象】 （地域）北九州市及び福岡市を除く県下全域 （単位）世帯 （属性）平成２

０年住宅・土地統計調査の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出

枠）第１段階・平成２０年住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段

階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／９４０，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）福岡県→各市町村→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する
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希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 仙台市都市整備局住環境部住環境整備課 

【目 的】 住生活の安定・向上に係る総合的な施策の推進する上で、また、次期仙台市住生活

基本計画を策定する上で必要となる基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年３月公表 （表章）市区町村 

【経費】 ５，５００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月３０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８５ 受理番号（旧）２０３１１２ 

 【調査対象】 （地域）仙台市 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の対

象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年住

宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，９２０／４３３，５１７ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）仙台市→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 石川県土木部建築住宅課 

【目 的】 住生活基本法の制定を踏まえた住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する

上で必要となる基礎資料を得るために、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や

居住者の意向・満足度等を総合的に調査する。住宅や世帯の実態を把握する住宅・土

地統計調査と同一客体を対象とし、調査のデータをリンケージして集計・分析するこ

とにより、両調査のデータの有効活用を図り、今後の施策の推進に必要な基礎資料の

効果的な取得に資する。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年春 （表章）都道府県 

【経費】 ５，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８６ 受理番号（旧）２０３０８６ 

 【調査対象】 （地域）石川県下全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調

査の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）平成２０年住宅・

土地統計調査単位区等 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，８２０／４２０，９３０ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）石川県→市町→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、
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（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査（拡大調査） 

【実施機関】 北九州市建築都市市局住宅部住宅計画課 

【目 的】 北九州市の住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進するうえでの基礎資料を

得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

１年度 （表章）市区町村 

【経費】 １４２，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月３１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８７ 受理番号（旧）２０３０９２ 

 【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調

査の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２

０年住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，５００／４１３，５１０ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）北九州市→民間調査機関→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 京都府建設交通部住宅課 

【目 的】 住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要

となる基礎資料を得るために、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の

意向・満足度を総合的に調査し、今後の施策に必要な基礎資料を効果的に取得するこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」ＨＰに

て平成２０年８月公表 （表章）都道府県 

【経費】 ３，６００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８８ 受理番号（旧）２０３０９９ 

 【調査対象】 （地域）京都市を除く府内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土

地統計調査の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段

階・平成２０年住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区

内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，２００／４２５，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）京都府→市町村→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、



 - 202 -

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 和歌山県県土整備部都市住宅局住宅環境課 

【目 的】 住生活の安定・向上に係る総合的は住宅政策を推進する上で必要となる基礎資料を

得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（速報値）

平成２１年１２月、「調査結果報告書」（最終報告書）平成２２年３月公表 （表

章）都道府県 

【経費】 １３，９２１千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０８９ 受理番号（旧）２０３０８１ 

 【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，１６０／３９２，８３８ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）和歌山県→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月３

１日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護
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等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査 

【実施機関】 沖縄県土木建築部住宅課 

【目 的】 居住環境を含む住生活全般の実態や居住者の意向・満足度等を把握し、さらに住宅・

土地統計調査とリンケージして集計・分析し、住宅施策の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

２年３月公表 （表章）都道府県 

【経費】 ７，１２９千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１０日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９０ 受理番号（旧）２０３１０９ 

 【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，８４０／４８８，３６８ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）沖縄県→市町村→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 佐賀県県土づくり本部建築住宅課 

【目 的】 佐賀県の普通世帯の居住する住宅及び住環境に関する評価、住宅建設又は住み替え

の実態、住宅の住み替え、改善の意向等の住宅に関する動向を把握し、住宅政策の展

開を図るうえでの基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

１年１２月 （表章）都道府県 

【経費】 １０，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９１ 受理番号（旧）２０３１１５ 

 【調査対象】 （地域）佐賀県全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査

の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）総務省が行う平成２

０年住宅・土地統計調査の対象となる調査単位区から住生活総合調査の対象とな

る調査区 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，７６８／２９５，３００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）福岡県→各市町村→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する
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希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）

子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査拡大調査 

【実施機関】 東京都都市整備局住宅政策推進部住宅政策課 

【目 的】 分譲マンション、中古住宅の購入、住宅のリフォーム、住宅の省エネルギー（省エ

ネ）化、住宅の耐震化についての意識等を把握することにより、今後の施策の推進に

必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」ホーム

ページ、平成２２年夏公表 （表章）都道府県 

【経費】 ６，６２８千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９２ 受理番号（旧）２０８０７６ 

 【調査対象】 （地域）都内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象と同じ世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年住宅・土地統計調査の対象調

査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７，７００／５，４００，０００ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）

東京都都市整備局→民間調査機関→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．調査員記入項目，（１）市区町村名，（２）調査区番号，（３）単位区符号，

（４）建物番号，（５）住戸番号，（６）世帯番号，（７）調査員氏名，（８）集計

用転記欄，２．調査対象世帯記入項目，【１】分譲マンションについて，（１）マ

ンションの規模等について，（２）マンションの管理規約・長期修繕計画につい

て，（３）今後の維持管理について，【２】中古住宅の購入，住宅のリフォームに

ついて，（４）中古住宅を購入しなった理由は何か，（５）リフォームを行った動

機は何か，【３】住宅の省エネルギー（省エネ）化について、（６）住宅の省エネ

性能・省エネリフォームについて，（７）既に行われている省エネ性能を高める

ための具体的方策は何か，（８）今後取り組みたい省エネ性能を高めるための具

体的方策は何か，【４】住宅の耐震化について，（９）耐震診断について，（１０）

耐震改修について 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査（拡大調査） 

【実施機関】 名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課 

【目 的】 名古屋市に居住する普通世帯の住宅及び住環境に関する評価等について分析を行う

ことにより、住宅施策の展開を図る上での基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

１年度末公表 （表章）市区町村 

【経費】 １０，０００千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査（拡大調査）調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９３ 受理番号（旧）２０３０９０ 

 【調査対象】 （地域）名古屋市全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調

査の対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２

０年住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，２００／８９７，９３２ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系

統）名古屋市→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１２月０１日～平成２０年１２月１

５日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額、１１．環境にやさしい住まい方について、（１）環境にやさしい取り

組みの実践、（２）今後実践したいと思う取り組み、１２．カーシェアリングに

ついて、（１）カーシェアリングの利用希望 
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【調査名】 賃金・雇用実態調査 

【実施機関】 久留米市商工労働部労政課 

【目 的】 久留米市民間事業所の賃金実態，雇用実態を把握し，今後の労働行政の資料とする

とともに，民間事業の賃金決定，雇用管理改善の一助とする。 

【調査の構成】 １－賃金実態調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２

１年３月） （表章）市区町村 

【経費】 １，６２１千円 

※ 

【調査票名】 １－賃金実態調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月０５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９４ 受理番号（旧）２０７０６０ 

 【調査対象】 （地域）久留米市全域 （単位）事業所 （属性）従業員５人以上の民間事業

所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査事業所名簿 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２０年６月末現在 （系統）久留米市→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２０年１１月６日から１１月末日 

 【調査事項】 １．定期給与と特別給与（従業員３０人以上の事業所のみ），２．新規学卒者

の初任給・採用状況，パートタイマーの時間給等，３．パートタイマーの時間給

等，４．常用労働者の構成，５．従業員の過不足，６．正規従業員の採用，７．

市内事業所の所定労働時間・時間外労働，８．労働時間制度，９．週休制，１０．

年次有給休暇制度，１１．連続休暇制度，１２．健康診断の実施，１３．退職金

制度，１４．福利厚生施策 
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【調査名】 国家公務員給与等実態調査 

【実施機関】 人事院給与局給与第一課 

【目 的】 『一般職の職員の給与に関する法律』の適用を受ける職員，『一般職の任期付研究

員の採用，給与及び勤務時間の特例に関する法律』の適用を受ける職員及び『一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律』の適用を受ける職員の給与等の実

態を把握し，人事行政の基礎資料を得る。 

【沿 革】 昭和２４年８月１５日に第１回調査，昭和２８年に第２回調査が実施され，昭和３

２年以後，毎年実施されている。 

【調査の構成】 １－国家公務員給与等実態調査在職者調査票 ２－国家公務員給与等実態調査

採用者数調査票 ３－国家公務員給与等実態調査再任用職員調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／統計センター委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」

（平成２１年９月以降） （表章）全国 

【経費】 ３，２６６千円 

※ 

【調査票名】 １－国家公務員給与等実態調査在職者調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９５ 受理番号（旧）２０７０５７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）基準給与簿作成部局 （抽出枠）

業務台帳（各府省一覧） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎年１月１５日現在 （系統）人事院→各本府省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０４月１０日～０５月０７日 

 【調査事項】 １．在勤官署等に関する事項，２．職員の経歴等に関する事項，３．諸手当等

に関する事項 

※ 

【調査票名】 ２－国家公務員給与等実態調査採用者数調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９５ 受理番号（旧）２０７０５７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）基準給与簿作成部局 （抽出枠）

業務台帳（各府省一覧） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２１年４月１日現在 （系統）人事院→各本府省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０４月１０日～０５月０７日 

 【調査事項】 １．適用俸給表，採用試験の種類（行政職俸給表（一）の適用者に限る），２．

地域手当の区分（採用試験の種類が１～３種の者に限る。）別採用者数 

※ 



 - 214 -

【調査票名】 ３－国家公務員給与等実態調査再任用職員調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月１１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９５ 受理番号（旧）２０７０５７ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）基準給与簿作成部局 （抽出枠）

業務台帳（各府省一覧） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）人事院→各本府省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０４月１０日～０５月０７日 

 【調査事項】 １．フルタイム勤務・短時間勤務別再任用職員数，２．再任用者別の事項（フ

ルタイム，短時間の別勤務時間数，地域手当の区分，適用俸給表番号，級，退職

年月日，退職時の適用俸給表番号，退職時の級・号俸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 215 -

【調査名】 一般職の国家公務員の任用状況調査 

【実施機関】 人事院人材局企画課 

【目 的】 一般職の国家公務員の任用状況を把握し，今後の任用施策等人事行政全般の検討に

資するための基礎資料を得る。 

【沿 革】 昭和２９年に開始され以後毎年実施されている。昭和５４年調査では，試験採用者

に準じて取り扱われる在職者に関する調査事項を削除し，平成１４年１月以降，

調査対象者に特定独立行政法人に属する職員を新規に追加し，各調査票において，

「うち女性の数」欄を設け，新規調査票として，任用状況調査票（休職者等個別

票）を追加している。 

【調査の構成】 １－任用状況調査票（給与法）Ａ・Ｂ ２－任用状況調査票（休職者等個別票） 

３－任用状況調査票（給与特例法・特定独法）Ａ・Ｂ ４－任用状況調査票（検

察官） ５－検察官の事務局別在職者 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」（平成２１年中） （表

章）全国 

【経費】 ８４９千円 

※ 

【調査票名】 １－任用状況調査票（給与法）Ａ・Ｂ 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９６ 受理番号（旧）２０７０６１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）一般職の国家公務員。ただし，臨

時的任用の職員，常勤労務者及び非常勤職員を除く。（休職者，専従休職者，国

際機関等派遣職員，交流派遣職員，法科大学院派遣職員，自己啓発等休業職員，

育児休業職員及び育児短時間勤務職員を含む。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日

まで （系統）人事院→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０４月１０日 

 【調査事項】 １．採用者数（性別，試験採用区分別，級別），２．離職者数（性別，定年退

職の年齢，離職理由別），３．辞職者数（性別，年齢別，級別） 

※ 

【調査票名】 ２－任用状況調査票（休職者等個別票） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９６ 受理番号（旧）２０７０６１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）一般職の国家公務員。ただし，臨

時的任用の職員，常勤労務者及び非常勤職員を除く。（休職者，専従休職者，国

際機関等派遣職員，交流派遣職員，法科大学院派遣職員，自己啓発等休業職員，
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育児休業職員及び育児短時間勤務職員を含む。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日 （系

統）人事院→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０４月１０日 

 【調査事項】 １．休職者別の状況（性別，満年齢，採用試験区分） 

※ 

【調査票名】 ３－任用状況調査票（給与特例法・特定独法）Ａ・Ｂ 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９６ 受理番号（旧）２０７０６１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）一般職の国家公務員。ただし，臨

時的任用の職員，常勤労務者及び非常勤職員を除く。（休職者，専従休職者，国

際機関等派遣職員，交流派遣職員，法科大学院派遣職員，自己啓発等休業職員，

育児休業職員及び育児短時間勤務職員を含む。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１５日現在 （系統）人事院→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０４月１０日 

 【調査事項】 １．在職者数（性別，年齢別，試験任用区分別），２．採用者数（性別，試験

採用区分別），３．離職者数（性別，定年退職の年齢，離職理由別），４．辞職者

数（性別，年齢別） 

※ 

【調査票名】 ４－任用状況調査票（検察官） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９６ 受理番号（旧）２０７０６１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）一般職の国家公務員。ただし，臨

時的任用の職員，常勤労務者及び非常勤職員を除く。（休職者，専従休職者，国

際機関等派遣職員，交流派遣職員，法科大学院派遣職員，自己啓発等休業職員，

育児休業職員及び育児短時間勤務職員を含む。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日 （系

統）人事院→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０４月１０日 

 【調査事項】 １．在職者数（性別，年齢別，級・役職別，事務局別），２．採用者数（性別，

採用前の状況別，級・役職別），３．離職者数（性別，離職理由別（辞職につい

ては年齢別），級・役職別） 
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※ 

【調査票名】 ５－検察官の事務局別在職者 

【受理年月日】 平成２０年１１月１２日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９６ 受理番号（旧）２０７０６１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）行政機関 （属性）一般職の国家公務員。ただし，臨

時的任用の職員，常勤労務者及び非常勤職員を除く。（休職者，専従休職者，国

際機関等派遣職員，交流派遣職員，法科大学院派遣職員，自己啓発等休業職員，

育児休業職員及び育児短時間勤務職員を含む。） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）平成２１年１月１５日現在 （系統）人事院→

報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２１年０４月１０日 

 【調査事項】 事務局（北海道，東北，関東，中部，近畿，中国，四国，九州，沖縄）別検事・

副検事の在職状況 
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【調査名】 福祉行政報告例 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課 

【目 的】 社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県，指定都市及び中核市における行政の

実態を数量的に把握して，国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料

を得る。 

【沿 革】 昭和１３年から実施されていた「厚生省報告例」（昭和１３年１月訓令第１３号）

が平成１２年に廃止されたことに伴い，新たな「社会福祉行政報告例」として発足

した。 

【調査の構成】 １－老人福祉法関係（４表） ２－生活保護法関係（１３表） ３－障害者自

立支援法関係（７表） ４－特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係（１

表） ５－売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律関係（３表） ６－民生委員法関係（１表） ７－社会福祉法等関係（２表） 

８－児童福祉法関係（１５表） ９－戦傷病者特別援護法関係（４表） １０

－民生委員法・児童福祉法関係（１表） １１－児童扶養手当法関係（１表） 

１２－中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律関係（９表） １３－知的障害者福祉法関係（３表） １４－身体障

害者福祉法・障害者自立支援法関係（１表） １５－児童福祉法・母子保健法

関係（１表） １６－特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法

等の一部を改正する法律関係（１表） １７－身体障害者福祉法関係（１表） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「社会福祉行政業務報告」（平成２２年

９月） （表章）全国・都道府県・指定都市・中核市 

【経費】 ９，４３３千円 

※ 

【調査票名】 １－老人福祉法関係（４表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）当該年度の４月末，翌年度４月末， 

 【調査事項】 １．老人ホーム・在所者，２．養護老人ホームの措置人員（４月１日現在），

３．訪問介護，通所介護及び短期入所生活介護（被措置者分），４．老人クラブ・

会員数 

※ 

【調査票名】 ２－生活保護法関係（１３表） 
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【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）月末，年度末 （系統）厚生労働省→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）年，月 （実施期日）翌月末，翌年度４月末，当該年度の１０月末 

 【調査事項】 １．保護の種類別被保護世帯数及び被保護人員，２．医療扶助人員，３．介護

扶助人員，４．世帯の労働力類型別被保護世帯数，５．保護施設・在所者，６．

保護の開始・廃止及び変更，７．保護開始の理由・世帯類型・世帯主の年齢階級

別世帯数，８．保護歴を有する世帯の保護開始理由別世帯数，９．保護開始前の

医療保険の加入状況別保護開始人員，１０．保護廃止の理由・世帯類型・世帯主

の年齢階級別世帯数，１１．医療費の審査及び決定，１２．医療扶助実施状況，

１３．審査請求に対する裁決 

※ 

【調査票名】 ３－障害者自立支援法関係（７表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理），２．身体障害者・児の

特例補装具費の支給（購入・修理），３．自立支援医療（身体障害者の更生医療），

４．自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療），５．自立支援医療におけ

る所得区分の状況，６．市町村における相談支援，７．自立支援医療（身体障害

児童の育成医療） 

※ 

【調査票名】 ４－特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係（１表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・
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オンライン （記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末 

 【調査事項】 １．特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況 

※ 

【調査票名】 ５－売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律関係（３

表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．婦人相談所及び婦人相談員の経路別受付，２．婦人相談所及び婦人相談員

の処理状況，３．婦人保護施設入退所者の状況 

※ 

【調査票名】 ６－民生委員法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．民生委員（児童委員）の推薦状況 

※ 

【調査票名】 ７－社会福祉法等関係（２表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．社会福祉法人数・認可件数，２．社会福祉法人等に対する指導・監督 

※ 
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【調査票名】 ８－児童福祉法関係（１５表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）月末，年度末 （系統）厚生労働省→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）年，月 （実施期日）翌月末，翌年度４月末，当該年度の１１月末 

 【調査事項】 １．児童相談所経路別児童受付，２．児童相談種類別児童受付，３．児童相談

種類別対応件数，４．児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指

導・措置解除，５．一時保護児童，６．児童相談所における調査・診断及び心理

療法・カウンセリング等，７．児童相談所における養護相談の理由別対応件数，

８．市町村における養護相談の理由別対応件数，９．児童福祉施設・在所者，１

０．助産施設・母子生活支援施設在所者，１１．保育所・在所者，１２．私立保

育所の費用徴収階層別入所人員及び運営費，１３．里親，１４．里親に委託され

ている児童，１５．福祉事務所における処理 

※ 

【調査票名】 ９－戦傷病者特別援護法関係（４表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．戦傷病者手帳交付台帳登載数，２．戦傷病者等の療養の給付・療養費の支

給及び療養手当受給者数並びに更生医療給付決定件数，３．戦傷病者の補装具支

給及び修理，４．戦傷病者乗車券引換証受給者数 

※ 

【調査票名】 １０－民生委員法・児童福祉法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・
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オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．民生委員（児童委員）の活動状況 

※ 

【調査票名】 １１－児童扶養手当法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末 

 【調査事項】 １．児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況 

※ 

【調査票名】 １２－中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律関係（９表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）月末，年度末 （系統）厚生労働省→報

告者 

 【周期・期日】 （周期）年，月 （実施期日）翌月末，翌年度４月末 

 【調査事項】 １．給付金の種類別被給付世帯数及び被給付実人員，２．給付の開始・廃止及

び変更，３．性・年齢階級別給付人員，４．医療支援給付人員，５．介護支援給

付人員，６．世帯の労働力類型別被給付世帯数，７．医療費の審査及び決定，８．

医療支援給付実施状況，９．審査請求に対する裁決 

※ 

【調査票名】 １３－知的障害者福祉法関係（３表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 
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 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．知的障害者更生相談所における処理，２．職親・職親に委託されている知

的障害者，３．療育手帳交付台帳登載数 

※ 

【調査票名】 １４－身体障害者福祉法・障害者自立支援法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．身体障害者更生相談所における処理 

※ 

【調査票名】 １５－児童福祉法・母子保健法関係（１表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付 

※ 

【調査票名】 １６－特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正す

る法律関係（１表） 

【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）月末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末 

 【調査事項】 １．障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況 

※ 

【調査票名】 １７－身体障害者福祉法関係（１表） 
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【受理年月日】 平成２０年１１月１７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０８００５ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中核市 

（抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・

オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）厚生労働省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

 【調査事項】 １．身体障害者手帳交付台帳登載数 
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【調査名】 全国企業短期経済観測調査 

【実施機関】 日本銀行調査統計局 

【目 的】 全国の企業動向を的確に把握し，金融政策の適切な運営に資する。 

【沿 革】 昭和３２年に「主要企業短期経済観測調査」（主要短観），昭和３５年に「中小企業

の業況予測調査」（中小短観）が開始され，本調査は，昭和４９年，中小短観の調査

対象企業に製造業（大企業及び中堅企業）と非製造業を追加し，「全国短期経済観測

調査」（全国短観）として調査を開始したものである。 平成１６年３月より，調査

対象の選定基準を常用雇用者数基準から資本金基準に見直すとともに，主要短観の中

止に伴い，主要短観の一業種であった（金融機関）調査を本調査の一部として実施し

ている。 

【調査の構成】 １－全国企業短期経済観測調査（短観）票（全国・定例） ２－全国企業短期

経済観測調査（短観）票（金融機関・定例） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）ホームページ，記者会見等（４月，７

月及び１０月初ならびに１２月央頃） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－全国企業短期経済観測調査（短観）票（全国・定例） 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９８ 受理番号（旧）２０６０６４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）資本金２千万円以上の法人企業（金融

機関を除く）等 （抽出枠）平成１６年事業所・企業統計調査事業所名簿、金融

庁公表の免許・登録業者リスト等 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，５００／２１０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）日本銀行→

報告者，日本銀行→支店→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）３月，６月，９月の中旬頃ならびに１２月初

頃 

 【調査事項】 １．判断項目（業況，国内での製商品・サービス需給，海外での製商品需給，

製商品の在庫水準，製商品の流通在庫水準，生産・営業用設備，雇用人員，資金

繰り，金融機関の貸出態度，借入金利水準，ＣＰの発行環境，販売価格，仕入価

格），２．四半期項目（負債，資産，雇用者数の実績及び先行き予測に関する判

断），３．年度計画（売上高（うち輸出），輸出に際しての為替レート，材料費，

人件費，減価償却費，営業利益，金融収益，金融費用，経常利益，当期純利益（税

引き後），設備投資額（有形固定資産計上ベース（うち土地投資額、リース資産），

リース用物件の購入額、ソフトウェア投資額（無形固定資産計上ベース）（うち

リース資産）、リース用ソフトウェアの購入額、４．新卒者採用状況（６月，１

２月調査のみ）（新卒者採用者数） 
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※ 

【調査票名】 ２－全国企業短期経済観測調査（短観）票（金融機関・定例） 

【受理年月日】 平成２０年１１月２５日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９７ 受理番号（旧）２０６０６４ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）金融機関のうち，銀行，証券会社，保

険会社，信用金庫，系統金融機関等，貸金業・投資業等非預金信用機関 （抽出

枠）金融庁公表の免許・登録業者リスト等 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／７４０ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）日本銀行→報告者，日本銀

行→支店→報告者 

 【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）３月，６月，９月の中旬頃ならびに１２月初

頃 

 【調査事項】 １．判断項目（貴社の業況，生産・営業用設備，雇用人員），２．四半期項目

（雇用者数（うちパート）），３．年度計画（設備投資額（有形固定資産計上ベー

ス（うち土地投資額、リース資産），４．新卒者採用状況（６月，１２月調査の

み）（新卒者採用者数） 
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【調査名】 日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況等に関する調査 

【実施機関】 文部科学省初等中等教育局国際教育課 

【目 的】 日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等を調査・分析することにより受

入れ体制の充実に資する。 

【調査の構成】 １－日本語指導が必要な外国人生徒に対する施策の実施状況調査票（高等学校） 

２－日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況調査票 ３－日本語指導が

必要な外国人児童生徒に対する施策の実施状況調査票（小・中学校） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）「調査結果報告書」及びホームページ

にて公表（毎年７月頃） （表章）全国 

※ 

【調査票名】 １－日本語指導が必要な外国人生徒に対する施策の実施状況調査票（高等学校） 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９９ 受理番号（旧）２０６１１６ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県及び市町村教育委員

会（特別区，教育事務組合，共同設置及び広域連合を含む。）教育委員会 （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９９４ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年９月１日現在 （系統）

文部科学省→都道府県教育委員会→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査開始から約２ヶ月 

 【調査事項】 １．指導体制，２．研修の状況，３．情報提供の状況等 

※ 

【調査票名】 ２－日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９９ 受理番号（旧）２０６１１６ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県及び市町村教育委員

会（特別区，教育事務組合，共同設置及び広域連合を含む。）教育委員会 （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９９４ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年９月１日現在 （系統）

文部科学省→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査開始から約２ヶ月 

 【調査事項】 １．児童生徒数及び受入校数等，２．母語別児童生徒数，３．在籍人数別学校

数，４．在籍人数別市町村数，５．在籍期間別児童生徒数 

※ 

【調査票名】 ３－日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する施策の実施状況調査票（小・中
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学校） 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８０９９ 受理番号（旧）２０６１１６ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県及び市町村教育委員

会（特別区，教育事務組合，共同設置及び広域連合を含む。）教育委員会 （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，９９４ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２０年９月１日現在 （系統）

文部科学省→都道府県教育委員会→報告者 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査開始から約２ヶ月 

 【調査事項】 １．指導体制，２．研修の状況，３．受入体制・調査研究の状況，４．情報提

供の状況等 
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【調査名】 建築物滅失統計調査 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課建設統計室 

【目 的】 建築物の滅失動態を明らかにし，建築物及び住宅に関する基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－建築物除却統計調査票 ２－建築物災害統計調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／統計センター委託／機械集計 （公表）「建設統計月報」

（調査翌々月１５日）「年次建築動態統計表」（調査翌年４月末） （表章）全国 

【経費】 ５３，４３９千円 

※ 

【調査票名】 １－建築物除却統計調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１００ 受理番号（旧）２０３００３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第１５条第１項に基づき，建築主から都道府県に届出された建築物除

却届に係るすべての除去建築物 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１３，５００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）他計 （把握時）毎月 （系統）国土交通省→都道府

県（報告者）→国土交通省 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１３日 

 【調査事項】 １．除却予定期日、２．除却場所、３．除却建築物の構造、４．除却建築物の

用途、５．除却建築物・住宅の数、６．除却建築物の床面積の合計、７．除却建築

物の評価額、８．除却原因 

※ 

【調査票名】 ２－建築物災害統計調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２６日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１００ 受理番号（旧）２０３００３ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）建築基準法第１５条第３項に

基づき，市町村から都道府県に報告（建築物災害報告書）された火災・震災・水

災・風災その他の災害により滅失・損壊した建築物（ただし、滅失した建築物の

床面積又は損壊した建築物の損壊部分の床面積の合計が１０平方メートル以内

の場合は、報告の対象外） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１５，８００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）他計 （把握時）毎月 （系統）国土交通省→都道

府県（報告者） 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１３日 

 【調査事項】 １．被災市区町村名、２．災害種別（（火災、風水災、震災その他の別）、３．

被害区分（全焼、全壊、全流失、半焼、半壊、半流失の別）、４．被災建築物・
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住宅の数、５．被災建築物の床面積の合計、６．被災建築物の構造、７．被災建

築物の用途（住居、その他の別）、８．火災件数、９．被災建築物の損害見積額 
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【調査名】 地域児童福祉事業等調査 

【実施機関】 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

【目 的】 保育を中心とした児童福祉事業に対する市町村（特別区を含む。）の取組などの実

態を把握し，多様化した需要に的確に対応した児童福祉行政施策を推進するための基

礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は平成９年から開始され，市町村からの報告は届出統計調査として，施設及

び利用世帯からの報告は承認統計調査として実施している。平成９年は承認統計調査，

届出統計調査の２本立て，平成１０～１１年は届出統計調査として実施しており，平

成１１年度以降は、届出統計調査は３年周期で実施し，その中間年は承認統計調査と

して実施している。 

【調査の構成】 １－地域児童福祉事業等調査（市町村事業票） 

【集計・公表】 （集計）中央集計／機械集計 （公表）集計後，速やかに公表 （表章）全国 

【経費】 １３，８４１千円 

※ 

【調査票名】 １－地域児童福祉事業等調査（市町村事業票） 

【受理年月日】 平成２０年１１月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０１ 受理番号（旧）２０５０２１ 

 【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）市町村（特別区を含む。） （抽

出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８０５ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）厚生労働省→都道府県→

報告者（市町村），厚生労働省→報告者（指定都市、中核市） 

 【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）１２月 

 【調査事項】 １．保育所の有無，２．放課後児童クラブの有無，３．保育所定員の弾力化の

状況，４．短時間勤務の保育士の導入状況，５．保育料の収納事務の私人への委

託状況，６．幼稚園と保育所の施設の共用化や行事等の連携状況，７．一時預か

りについて，８．子育て支援に関する情報提供の状況，９．放課後児童クラブに

ついて 
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【調査名】 平成２０年住生活総合調査（拡大調査） 

【実施機関】 島根県土木部建築住宅課 

【目 的】 県内の普通世帯の居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足

度等を総合的に調査し、住宅セ策に必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／民間委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」平成２

１年度末公表 （表章） 

【経費】 １，７２５千円 

※ 

【調査票名】 １－平成２０年住生活総合調査拡大調査調査票 

【受理年月日】 平成２０年１０月２１日 

【受理番号】 受理番号（新）２０８１０２ 受理番号（旧）２０３１０４ 

 【調査対象】 （地域）都内全域 （単位）世帯 （属性）平成２０年住宅・土地統計調査の

対象となる同一の客体から抽出した普通世帯 （抽出枠）第１段階・平成２０年

住宅・土地統計調査の対象調査区の１／１６、第２段階・調査区内の住宅 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０４８／２４，７５２ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２０年１２月１日現在 （系統）

島根県→市町村→調査員 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２０年１１月２４日～平成２０年１２月０

７日 

 【調査事項】 １．住宅及びそのまわりの環境評価、（１）住宅及びそのまわりの環境につい

ての総合評価、（２）住宅についての総合評価、（３）住宅のまわりの環境につい

て、（４）住宅についての満足度、（５）住宅のまわりの環境についての満足度、

（６）住宅及びそのまわりの環境についての重要度、２．最近の住宅状況の変化、

（１）５年前の世帯人員、（２）最近５年間の身辺事情の変化、（３）最近５年間

の住宅の変化、（４）住宅の変化した理由、（５）変化する前の床面積、（６）変

化に要した費用、（７）変化前後での評価、（８）従前住宅の居住期間、（９）従

前住宅の処分方法、３．住宅の住み替え・改善の意向及び計画、（１）住み替え・

改善の意向及び計画の有無・内容、（２）住み替え・改善の目的、（３）住み替え・

改善の実現の時期、（４）住み替え・改善の実現困難な理由、（５）住み替え後の

居住地、（６）住み替え後の現在の住宅の活用方法、（７）住宅の増改築、改修工

事等の工事内容、（８）住み替え・改善に対する拠出可能額、（９）拠出可能額の

うちの借入金、（１０）住み替え・改善の意向がない理由、４．今後の住まい方、

（１）現在の住宅での居住継続意向、（２）住み替え時の住宅、立地等に関する

希望、（３）高齢期の介護等に備えた住み替えや改善の希望、（４）高齢期の介護

等に備えた住み替えの居住形態、５．親と子の住まい方、（１）子の有無、（２）
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子との現在の住まい方、（３）高齢期における子との住まい方、（４）親の有無、

（５）親と子の現在の住まい方、（６）高齢の親との住まい方、６．子育ての環

境等、（１）子育てにおいて重要な点、７．住宅の相続、（１）相続した住宅の有

無等、（２）相続する可能性のある住宅の有無等、（３）相続する可能性のある住

宅の立地、８．別荘やセカンドハウスの有無、（１）セカンドハウスの有無、（２）

セカンドハウスの利用状況、９．要介護認定、（１）要介護認定の有無、（２）要

介護度等、１０．世帯の居住費・資産、（１）住宅ローン残高、（２）住宅ローン

の返済期間の残期間、（３）住宅ローンの返済額、（４）住宅の管理費、（５）修

繕積立金、（６）借地料、（７）居住費負担についての評価、（８）所有する全て

の不動産（土地・建物）の価値、（９）住宅の建築の時期、（１０）世帯の貯蓄残

高の総額 
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(3)  中止 

【調査名】 国民健康保健疾病分類別医療統計調査 

【実施機関】 福岡県保険医療介護部医療保険課 

【目 的】 市町村における疾病状況の分析及び国民健康保険事業の実施等を行うための基礎資

料を得る。 

【調査の構成】 １－国民健康保健疾病分類別医療統計調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計 （公表） （表章）都道府県 

※ 

【調査票名】 １－国民健康保健疾病分類別医療統計調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月１３日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２０年１１月１３日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１３ 受理番号（旧）６７０８４ 

 【調査対象】 （地域）福岡県全域 （単位）地方公共団体 （属性） （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）毎年９月 （系統） 

 【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月１日 

 【調査事項】 
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【調査名】 産炭地域炭鉱住宅実態調査 

【実施機関】 福岡県建築都市部住宅課 

【目 的】 福岡県下における炭鉱住宅及び当該居住世帯の実態と地区の状況を把握し，福岡県

産炭地域発展計画に基づく炭鉱住宅の整備を推進するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－産炭地域炭鉱住宅実態調査票 ２－炭鉱住宅居住世帯調査票 

【集計・公表】 （集計）地方集計／機械集計 （公表）「福岡県産炭地域炭鉱住宅実態調査結

果報告」（平成元年５月） （表章）市区町村 

【経費】 ７，４７５千円 

※ 

【調査票名】 １－産炭地域炭鉱住宅実態調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月２０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１４ 受理番号（旧）１８８０４２ 

 【調査対象】 （地域）福岡県の産炭地域（産炭地域振興臨時措置法第６条で指定する地域） 

（単位）地方公共団体 （属性）炭鉱住宅地域を有する市町村 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３７ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）

自計 （把握時）平成１０年１１月１日現在 （系統）福岡県→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１１月１日 

 【調査事項】 １．（１）地区名，（２）炭住建設時企業名，（３）建設年次，（４）棟数，（５）

住宅数，（６）建て方別戸数，（７）構造別戸数，（８）入居状況，（９）入居住宅

の老朽状況，（１０）入居住宅増改築の戸数，（１１）住宅の広さ，（１２）世帯

の状況，２．（１）閉山の時期，（２）地区名，（３）住宅の所有形態別戸数，（４）

敷地面積，（５）鉱害復旧が過去有無，（６）炭鉱住宅の滅失 

※ 

【調査票名】 ２－炭鉱住宅居住世帯調査票 

 【調査票承認期間開始日】 平成２０年１１月２０日 

 【調査票承認期間終了日】 平成２０年１１月２０日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１４ 受理番号（旧）１８８０４２ 

 【調査対象】 （地域）福岡県の産炭地域（産炭地域振興臨時措置法第６条で指定する地域） 

（単位）世帯 （属性）炭鉱住宅地域の炭鉱住宅居住世帯 （抽出枠） 

 【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，５００／２５，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成１０年１１月１日現在 （系統）福

岡県→市町村→調査員→報告者 

 【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１１月１日 

 【調査事項】 １．世帯主の属性，２．現在の住宅について，３．家族の属性，４．各部屋の

使い方，５．現在の住宅や環境について，６．今後の住宅について，７．今後の



 - 236 -

炭住街について，８．公的な分譲住宅への入居希望，９．将来の住まいについて 
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【調査名】 東京都生計分析調査試験調査 

【実施機関】 東京都総務局統計部経済統計課 

【目 的】 現在，東京都の直轄調査員により行っている「東京都生計分析調査」を民間事業者

に委託して実施することにより、民間事業者による調査手法を検証し、現行のあり方

等の検討資料にするとともに、民間活用のあり方を探る。 

【調査の構成】 １－東京都生計分析調査試験調査世帯票 ２－東京都生計分析調査試験調査家

計簿 ３－東京都生計分析調査試験調査年間収入調査票 

【集計・公表】 （集計）中央集計／統計センター委託／機械集計 （公表）「調査結果報告書」

平成２１年中閲覧 （表章）都道府県 

【経費】 １，４９１千円 

【備考】 平成２０年１１月２７日中止 

※ 

【調査票名】 １－東京都生計分析調査試験調査世帯票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１５ 受理番号（旧）２０８０６２ 

 【調査対象】 （地域）東京都の市町村から抽出した２市 （単位）世帯 （属性）全世帯の

うち一部の世帯（専ら農・林・漁業を営む世帯，単身者世帯，外国人世帯，料理

飲食店・旅館・下宿屋を営む世帯等）を除いた世帯， （抽出枠）平成１７年国

勢調査調査区一覧表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２４／１，０９８，０６３ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）他計 （把握時）調査最初の月の１日現在 （系統）

東京都→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査最初の月の１日 

 【調査事項】 １．フェイス事項，２．世帯員及び住居に関する事項（世帯主との続き柄、性

別等、就非別、勤務先等、住居の所有関係等，家賃・地代、無職世帯の主な収入

源他） 

※ 

【調査票名】 ２－東京都生計分析調査試験調査家計簿 

【受理年月日】 平成２０年１１月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１５ 受理番号（旧）２０８０６２ 

 【調査対象】 （地域）東京都の市町村から抽出した２市 （単位）世帯 （属性）全世帯の

うち一部の世帯（専ら農・林・漁業を営む世帯，単身者世帯，外国人世帯、料理

飲食店・旅館・下宿屋を営む世帯等）を除いた世帯 （抽出枠）平成１７年国勢

調査調査区一覧表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２４／１，０９８，０６３ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）毎月５日及び２０日 （系統）東京
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都→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎日５日及び２０日 

 【調査事項】 １．口座自動振替による支払い事項（支払内訳・金額），２．毎日の収入と支

出に関する事項（収入は種類と金額，支出は品名・数量・金額・用途・繰越金）

３．カード購入，月賦購入，掛買い又は現物（購入方法・金額・見積金額）， 

※ 

【調査票名】 ３－東京都生計分析調査試験調査年間収入調査票 

【受理年月日】 平成２０年１１月２７日 

【受理番号】 受理番号（新）３０８０１５ 受理番号（旧）２０８０６２ 

 【調査対象】 （地域）東京都の市町村から抽出した２市 （単位）世帯 （属性）全世帯の

うち一部の世帯（専ら農・林・漁業を営む世帯，単身者世帯，外国人世帯，料理

飲食店・旅館・下宿屋を営む世帯等）を除いた世帯， （抽出枠）平成１７年国

勢調査調査区一覧表 

 【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２４／１，０９８，０６３ （配布）調査員 

（取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査２ヶ月目の５日 （系統）東京

都→民間調査機関→報告者 

 【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査２ヶ月目の５日 

 【調査事項】 １．勤め先年間収入（定期，賞与・その他の臨時収入），２．営業年間収益，

３．内職年間収入，４．その他の年間収入， 
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５ 参   考 



承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(1)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

(4) (4) (4) (4) (16)

83 59 81 67 58 71 97 18 25 35 11 4 6 8 623

(3) (1) (4)

22 18 10 5 5 5 6 5 3 6 3 6 2 1 97

(3) (4) (4) (5) (4) (20)

105 77 91 72 63 76 103 23 28 41 14 10 8 9 720

(1) (1) (2)

26 33 43 77 68 73 112 8 12 8 3 10 6 22 501

(1) (1)

8 7 31 52 55 110 162 35 33 30 14 23 15 26 601

(1) (1) (1) (3)

34 40 74 129 123 183 274 43 45 38 17 33 21 48 1102

2 2 0 0 0 1 1 6

(11) (3) (1)  (4) (4) (5) (4) (32)

22 10 16 13 14 35 40 11 8 6 2 3 9 4 193

(1) (1)

1 1 2 1 5

(11) (3) (2) (4) (4) (5) (4) (33)

23 11 18 13 15 35 40 11 8 6 2 3 9 4 198

(1) (1) (1) (1) (1) (5)

102 106 101 108 142 139 184 6 23 7 6 14 14 9 961

308 298 312 278 193 216 241 51 41 44 44 50 39 39 2154

5 2 7 10 3 3 1 1 1 1 34

3 2 10 2 2 2 2 4 27

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (13)

380 355 321 358 299 355 321 82 70 41 66 90 46 58 2842

(2) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (13)

688 661 635 643 502 576 575 136 114 87 113 141 89 97 5057

(注)１．この表は、統計報告調整法により承認された統計報告を、調査票の様式単位で示したものである。

２．上段（　）は、他府省との共管調査で、その数は外数である。

年（月）

実施機関名

文 部 科 学 省

内
　
閣
　
府

総
　
務
　
省

経 済 社 会
総 合 研 究 所

そ の 他

小 計

統 計 局

そ の 他

小 計

本 省

法 務 省

財
　
務
　
省

国 税 庁

小 計

小 計

厚
　
生
　
労
　
働
　
省

大 臣 官 房
統 計 情 報 部

社 会 保 険 庁

中 央 労 働
委 員 会

そ の 他
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承認統計調査の実施機関別・年次別承認件数（報告様式単位）(2)

昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 H2年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

(3) (3)

384 425 435 374 379 330 290 56 90 53 37 56 70 25 3004

(2) (2) (1) (5)

102 71 77 72 54 79 86 24 17 17 29 6 17 15 666

82 49 25 18 14 7 2 2 2 3 3 4 211

3 4 3 5 5 6 2 1 1 1 1 2 34

(15) (21) (10) (20) (20) (4) (17) (2) (2) (2) (1) (2) (116)

143 182 226 154 80 91 85 32 25 24 13 17 14 43 1129

(15) (24) (10) (20) (20) (4) (17) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (124)

711 730 767 621 532 512 469 116 135 95 82 80 105 89 5044

(2) (6) (2) (2) (1) (1) (14)

209 157 128 119 106 67 101 24 5 26 2 27 24 25 1020

11 1 7 11 27 4 10 71

(1) (3) (4) (2) (1) (11)

61 56 90 63 103 73 73 11 9 15 11 3 3 3 574

(17) (18) (23) (35) (32) (17) (28) (3) (12) (3) (12) (3) (4) (3) (210)

309 249 272 212 186 166 170 21 9 13 14 9 15 16 1661

(18) (20) (32) (41) (36) (18) (29) (3) (12) (4) (12) (3) (4) (3) (235)

579 462 490 394 395 306 344 67 24 61 38 66 46 54 3326

(30) (49) (22) (27) (9) (18) (1) (1) (157)

126 202 176 175 218 215 244 45 55 30 11 38 43 12 1590

(19) (35) (62) (25) (26) (23) (15) (1) (2) (208)

223 243 179 172 124 131 101 20 15 34 28 54 15 36 1375

(19) (65) (111) (47) (53) (32) (33) (1) (1) (1) (2) (365)

349 445 355 347 342 346 345 65 70 64 39 92 58 48 2965

(4) (12) (14) (11) (11) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (68)

2 1 4 11 1 1 1 2 2 25

65 116 168 122 122 65 93 6 16 10 26 16 24 16 865

30 52 84 61 61 29 49 3 8 5 13 8 9 8 420

2591 2532 2533 2328 2118 2173 2345 469 449 400 312 440 353 361 19404

2621 2584 2617 2389 2179 2202 2394 472 457 405 325 448 362 369 19824

年（月）

実施機関名

農
　
林
　
水
　
産
　
省

大 臣 官 房
統 計 部

総 合 食 料 局
（旧食糧庁）

林 野 庁

水 産 庁

そ の 他

小 計

経
　
済
　
産
　
業
　
省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中 小 企 業 庁

そ の 他

小 計

国
土
交
通
省

総 合 政 策 局
情 報 管 理 部

そ の 他

小 計

環 境 省

合
　
計

共
管
調
査

延 件 数

実 数
(1)

単 独 調 査
(2)

総 承 認 件 数

(1)＋(2)
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承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）（１）

年（月）

実施機関名

1

3

1

1社会保険庁

中 央 労 働
委 員 会

5 2
大 臣 官 房
統計情報部

4 1

0

15

(4)

8

0 00小 計 1

(4)

0 0 0 0

00 0 0124 10 0 0

そ の 他 7 1 8 4

8

1 0

総

務

省

統 計 局

小 計 7

3 2

1 0 1 0 1
(4)
3

1 0

1

1 1

(4)
3

11
内

閣

府

経 済 社 会
総合研究所

そ の 他

小 計

１１月 １２月 １ 月 ８ 月５ 月 ６ 月 ７ 月

文 部 科 学 省

財

務

省

本 省 1

国 税 庁

そ の 他

法 務 省

1

9 2 18 1

4

9 7 13

20

2 1 23

0 4 10 7

厚

生

労

働

省
417 10 30 14

3

小 計

備考

1

1

1

3

1

1

９ 月

2

1

3

4

3

4

1

1

平成20年
１１月１０月

2

２ 月 ３ 月 ４ 月

2

2
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4

2

16

18

2

2

1

2

７ 月

年（月）

実施機関名

合

計

共
管
調
査

延件数

実 数
（ ）(1)

単 独 調 査
(2)

(1)＋(2)
総承認件数

48 3347 820 22 34 34 27 49

27 49

35 15

48 3339 35 1319 22 34 34 8

21 8

2

1

8 3

2 1

環 境 省 2 1

0

8 1

(5)
3

36

0

農

林

水

産

省
経

済

産

業

省

経済産業政策局
調 査 統 計 部

資 源
エネルギー庁

中小企業庁

そ の 他

小 計

林 野 庁

そ の 他

総合食料局

1 1 19

国

土

交

通

省

総合政策局
情報管理部

1

1 32 2

2 11 ４

平成19年
１０月 １１月 １２月

14
大 臣 官 房
統 計 部

４ 月 ５ 月 ６ 月１ 月 ２ 月 ３ 月

3

1

2

水 産 庁 1

8 7 3
(2)
6

1 6

小 計 6 3

8

28 8 3 0 7 7
(2)
6

0 1

4 2

8 8 1

そ の 他 15 2

(5)
3

15 2

2 1 2

45 4小 計

8 1 1

2 1 2 8 1 2 1

3

13 3 21

8 1 0 82

備考

承認統計調査の実施機関別・月次別承認件数（報告様式単位）（2）

平成20年
１１月

1

１０月

2

９ 月８ 月

1

1

1

2

2

6

6
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昭和 平成

41～ 46～ 51～ 56～ 61～ ３～ ８～ 合　計

45年 50年 55年 60年 ２年 ７年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

新 規 58 54 43 39 32 27 11 5 8 8 4 4 8 6 307

変 更 69 72 99 108 88 79 103 15 23 29 15 30 30 19 779

中 止 6 3 7 11 9 1 2 1 1 5 5 3 54

新 規 358 282 367 354 355 389 386 75 63 67 72 80 63 64 2975

変 更 329 299 199 140 177 210 218 88 29 74 62 54 87 35 2001

中 止 4 4 8 2 15 16 39 10 4 4 7 4 24 6 147

新 規 105 82 85 124 139 127 130 26 28 240 371 30 38 39 1564

変 更 131 65 55 49 61 114 93 24 24 16 12 14 15 10 683

中 止 1 1 5 2 12 1 3 2 1 0 28

新 規 2 6 2 1 0 11

変 更 10 9 10 16 16 9 5 2 2 1 1 3 84

中 止 2 3 1 1 2 1 1 0 11

新 規 523 424 495 517 528 543 528 106 99 315 447 114 109 109 4857

変 更 539 445 363 313 342 412 419 127 78 121 90 98 133 67 3547

中 止 13 4 14 11 31 19 62 12 10 6 10 10 29 9 240

届出統計調査の実施機関別・年次別受理件数

年（月）

実施機関名

国

合
　
計

日
　
銀
　
等

市

都
道
府
県
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99

93

8

19

2

7

1

5

２月

12

38

7

0

平成20年
１１月

1

１０月

6

6

32

備考
年（月）

実施機関名

1

5 4

1

10

12

届出統計調査の実施機関別・月次別受理件数

中止 31 1 01

7 2 34

3

2 47 7 4 4
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訂正 
 
指定統計・承認統計・届出統計月報平成 20 年 10 月の巻番号に誤りがありましたので、
以下のように訂正いたします。 

 
正                        誤 
（第 56第 10号）               （第 57巻・第 10号） 


